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第１章 計画の基本的事項 

１． 計画改定の趣旨 
 

坂出市環境基本計画（ 以下「 環境基本計画」 と いう 。） は坂出市環境基本条例（ 以下「 環

境基本条例」 と いう 。） 第８ 条に基づく 地域の環境に関する総合計画であり 、 環境基本条例

の基本理念を 具体化するため、 計画の推進主体と その役割、 将来の具体的目標、 目標実現

のための施策などを定めた本市の環境施策の方向性を 示すも のです。  

本市では、 平成 15 年に環境を巡る国内外の動向を踏まえ、 環境施策を総合的・ 計画的

に推進するため、 快適な環境の保全および創造についての基本理念を定めた環境基本条例

を制定、 施行し 、 こ の条例に基づいて、 平成 19 年３ 月に環境基本計画を 策定し まし た。

こ の計画では、 計画期間を平成 19 年度から 平成 27 年度の９ 年間と し 、 快適な環境の保全

および創造に向けて、 各種施策を 展開し てき まし た。  

その後の平成 28 年３ 月にはこ れまで実施し てき た施策を 評価し たう えで、 地球温暖化

対策や循環型社会の実現に向けた国内外の現状を 踏まえ、 環境基本計画を 改定し まし た。

計画期間を平成 28 年度から 令和７ 年度までの 10 年間と し 、 環境施策を 総合的・ 計画的に

推進し てき まし た。  

し かし ながら 、 年数が経過し 、 環境基本計画に記載し ている資料のデータ 等が古く なっ

てき たこ と 、 また令和３ 年９ 月に「 2050 年までに二酸化炭素等の温室効果ガス排出量の実

質ゼロ」 を目指す「 ゼロカ ーボンシティ 宣言」 を 表明し たこ と など環境に対する本市の状

況が変化し たこ と を踏まえ、目標年次より 前である令和４ 年度に中間見直し を 行いまし た。 

その後も 、令和６ 年３ 月に「 坂出市地球温暖化対策実行計画（ 区域施策編・ 事務事業編・

気候変動適応計画）」 を 策定し 、 二酸化炭素などの温室効果ガスを 令和 12 年度に平成 25

年度比で 51％削減する目標を掲げ、 市民や事業者と 連携し 、 地域全体で温室効果ガス排出

量の削減に向け取組を 進めています。  

こ のよう な状況を踏まえて、 前計画の令和７ 年度での計画期間終了に伴い、 本市の環境

行政をさ ら に推進するため、 新たな環境基本計画を策定するこ と と し まし た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ -1 （ 写真） 坂出市役所 庁舎 
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２． 計画の位置づけ 
 

本計画は、「 坂出市まちづく り 基本構想」 を環境面から 推進する部門別計画と し て位置づ

けら れるも のであり 、 本市が策定する他の個別計画や事業等に対し て、 環境の保全および

創造に関する総合的で長期的な目標と 施策の基本的方向を定めるも のです。  

また、 関連法令や上位計画に当たる国・ 県の環境基本計画、 および坂出市まちづく り 基

本構想等と は次のよう な関係になり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ -2 環境基本計画の位置づけ 

 

 

３． 計画の期間 
 

計画期間は、 令和８ 年度から 令和 17 年度までの 10 年間と し ます。  

また、 概ね５ 年ごと に見直し を行いますが、 計画の進捗状況や社会情勢、 市民ニーズ等

に変化が生じ た場合には、 必要に応じ て計画の見直し を行っ ていき ます。  

 

環境基本法 環境基本計画 

香川県環境基本条例 香川県環境基本計画 

坂出市環境基本条例 坂出市 

環境基本計画 

坂出市まちづくり基本構想 

その他分野別計画 

・坂出市地球温暖化対策実行計画（気候変動適応計画含む） 

・坂出市再生可能エネルギー導入推進計画 

・坂出市一般廃棄物処理基本計画 
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４． 計画の対象 
 

（１）推進主体とその役割 
 

本計画で掲げた基本理念や目標を 実現するため、 市民・ 事業者・ 行政それぞれが計画の

推進主体と なり 、 地域が一体と なっ て連携・ 協働のも と 取り 組んでいく 必要があり ます。  

各主体は次のよう な役割を担います。  

 

【 市民の役割】  

市民は、 日常生活で資源の有効利用、 エネルギーの節約、 ごみの減量やリ サイ ク ル

などに努め、 水質汚濁防止､環境美化などに心がけて、 良好な環境の保全と 創造に自

主的に取り 組み、 住み良い環境づく り を進めるこ と が必要です。  

環境にやさ し いラ イ フ スタ イ ルの確立に努めると と も に、 本市が実施する環境施策

に積極的に参加するこ と が求めら れます。  

 

【 事業者の役割】  

事業者は、 地域社会の一員と し て、 環境への負荷が少ない社会の形成に寄与する役

割を 担います。 こ のため､製造・ 加工・ 流通・ 販売等の各段階において環境への影響

を十分に検討し 、 公害の防止、 再生資源の使用、 リ サイ ク ルの推進などに積極的に取

り 組むこ と が必要です。  

事業活動は環境に与える影響の大き さ を十分に認識し て、 本市が実施する環境施策

へ積極的に参加するこ と が求めら れます。  

 

【 行政の役割】  

行政は、 市民共有の財産である環境資源を 適切に保全し 、 豊かで快適な環境の保全

と 創造を 図る責務を有し ています。  

こ のため、 本市が自ら 行う 施策では、 構想・ 計画・ 実施等の各段階で、 率先し て環

境に配慮し た行動をと る必要があり ます。 また、 市民や事業者が自主的な取組を行え

るよう 支援し 、 環境に関する情報の提供や環境教育・ 学習を推進し 、 地域と 一体と な

っ た環境施策を進めるこ と が必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ -3 地域と 一体と なっ て取り 組む環境施策 

事業者 

行政 

市民 
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（２）対象地域 
 

対象と する地域は坂出市全域と し ます。  

ただし 、自然環境や地球環境などに関する事項については、県や周辺市町などと 連携し 、

広域的に計画を実施するこ と が必要です。 そのため広域的な連携についても 必要に応じ て

検討し ます。  

 

 

（３）環境の範囲 
 

本計画では、「 気候変動・ 脱炭素」、「 自然環境」、「 資源循環」、「 生活環境」、「 地域の基盤

づく り 」 を環境の範囲と し ます。  

 

表 １ -1 環境の対象範囲 

環境範囲 環 境 要 素 

気候変動・ 脱炭素 気候変動、 地球温暖化など 

自然環境 自然環境、 動植物、 公園、 景観など 

資源循環 一般廃棄物、 産業廃棄物など 

生活環境 大気汚染、 水質汚濁、 騒音・ 振動など 

地域の基盤づく り  ひと づく り 、 教育など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ -4 （ 写真） 香風園（ 街区公園、 坂出市指定文化財）  
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５． 国内の動向 
（１）第 6 次環境基本計画 

 

令和６ 年５ 月に閣議決定さ れた国の「 第６ 次環境基本計画」 においては、 冒頭文に「 本

計画は強い「 危機感」 に基づいている。」 と あり 、「 気候変動」、「 生物多様性の損失」 及び

「 汚染」 と いう ３ つの危機に直面し 、 地球の環境収容力（ プラ ネタ リ ー・ バウンダリ ー）

を超えつつあると 問題提起し ています。  

そし て、 環境・ 経済・ 社会すべてにおいて、 特に令和 12 年までの期間を 「 勝負の年」

と し 、 こ の間における選択や実施する対策が、 現在から 数千年先まで影響を持つ可能性が

高いと いう 点に言及し ています。  

そこ で、 環境を基盤と し 、 環境を 軸と し た環境・ 経済・ 社会の統合的向上への高度化を

図り 、 環境収容力を守り 環境の質を上げるこ と によっ て経済社会が成長・ 発展でき る文明

の実現、 持続可能な社会と し ての「 循環共生型社会」 をめざし 、 環境基本法第１ 条の趣旨

を踏まえ、「 現在及び将来の国民一人ひと り の生活の質、 幸福度、 ウェ ルビーイ ング、 経済

厚生の向上」 を最上位の目的と し ています。  

 

  ３ つの危機「 気候変動」、「 生物多様性の損失」、「 汚染」 に直面 

  経済社会システムを「 脱炭素（ カ ーボンニュ ート ラ ル）」、「 循環型（ サーキュ ラ ーエ

コ ノ ミ ー）」、「 自然再興（ ネイ チャ ーポジティ ブ）」 等の統合・ シナジー 

  目的は「 環境保全と それを通じ た現在および将来の国民一人一人の「 ウェ ルビーイ

ング/高い生活の質」 を も たら す新たな成長」  

  ビジョ ンと し て持続可能な「 循環共生社会」（ 環境負荷の総量削減、 地下資源依存か

ら 地上資源基調へ）  

  市民社会、 地域コ ミ ュ ニティ の共進化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ -5 希望や活力ある 未来につながる 地域循環共生圏（ =ロ ーカ ルSDGｓ ） の創造 

出典 第６ 次環境基本計画に向けた基本的事項に関する 検討会（ 第２ 回） 資料よ り 作成 

 



 

6 

（２）地球温暖化対策計画 
 

令和７ 年２ 月に閣議決定さ れた国の地球温暖化対策計画は、 地球温暖化対策推進法に基

づく 政府の総合計画で、 令和３ 年 10 月閣議決定し た前回の計画を 改定し 、 世界全体での

1. 5℃目標と 整合的で、 2050 年ネッ ト ・ ゼロの実現に向けた直線的な経路にある野心的な

目標と し て、2035 年度、2040 年度において、温室効果ガスを 2013 年度から それぞれ 60％、

73％削減するこ と を 目指す、 新たな削減目標及びその実現に向けた対策・ 施策を位置付け

ており 、 2050 年ネッ ト ・ ゼロの実現に向けた直線的な経路を弛まず着実に歩んでいく こ と

を示すこ と で、 政策の継続性・ 予見性を高め、 脱炭素に向けた取組・ 投資やイ ノ ベーショ

ンを 加速さ せ、 排出削減と 経済成長の同時実現に資する地球温暖化対策を 推進し ていく こ

と と し ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ -6 温室効果ガス削減目標 

出典 環境省「 地球温暖化対策計画の概要」  

 

（３）生物多様性国家戦略 
 

令和５ 年３ 月には、「 生物多様性国家戦略 2023－2030～ネイ チャ ーポジティ ブ実現に向

けたロード マッ プ」 が閣議決定さ れ、 生物多様性の損失と 気候危機の二つの世界的な課題

は、 現象の観点でも それら への対応策の観点でも 正負の両面から 相互に影響し あう 関係に

あり 、 一体的に取り 組む必要があると し 、 2030 年のネイ チャ ーポジティ ブ（ 自然再興） の

実現、 ひいては、 2050 年のビジョ ンと し て「 自然と 共生する社会」 を掲げています。  

2030 年までに生物多様性の損失を止め、 反転さ せ（ ネイ チャ ーポジティ ブ）、 2050 年ビ

ジョ ンを 達成するためには、「 自然保護」「 ゼロカ ーボン」「 循環経済（ サーキュ ラ ーエコ ノ

ミ ー）」 などすべての分野で取組が必要なこ と を 、 図 1-7 では表し ています。  

 

  生物多様性の損失を 止め、 回復軌道に乗せる（ ネイ チャ ーポジティ ブに向けた行動

が急務）  

  30by30 目標（ 2030 年までに陸と 海の 30％以上を保全） ※2021 年陸域 20. 5％、 海域

13. 3％ 
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・ 保護地域（ 国立公園等） の更なる拡充・ 管理 

・ 保護地域以外の場所で生物多様性保全に貢献する場所（ OECM） の認定 

※OECM（ Other  Ef f ect i ve ar ea-based Conser vat i on Measur es の略）  

  自然共生サイ ト の周知・ 啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ -7 地球規模生物多様性概況第５ 版 

出典 生物多様性条約事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 環境省「 30by30ロ ード マッ プ」  

図 １ -8 30by30実現後の地域イ メ ージ～自然を 活用し た課題解決～ 
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（４）第 5 次循環型社会形成推進基本計画 
 

令和６ 年８ 月には「 第５ 次循環型社会形成推進基本計画」 が閣議決定さ れ、 循環経済へ

の移行を 進め、 環境収容力を 守り 環境の質を上げるこ と によっ て経済社会が成長・ 発展が

でき る循環共生型の社会を形成するこ と で持続可能な社会を実現し 、 我々の社会活動の土

台と なる自然資本への負荷を 削減し 、「 気候変動」、「 生物多様性損失」、「 汚染」 などの環境

問題の同時解決につながると し ています。  

資源・ エネルギーや食糧需要の増大や廃棄物発生量の増加が世界全体で深刻化し ており 、

一方通行型の経済社会（ リ ニアエコ ノ ミ ー） 活動から 、持続可能な形で資源を 利用する「 循

環経済（ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー）」 への移行を 目指すこ と が世界の潮流と なっ ています。 

大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄が一方向に進むリ ニアエコ ノ ミ ー（ 線型経済） の考え方

を再設計し 、 あら ゆる段階で資源の効率的・ 循環的利用を図り 、 資源の投入量や消費量、

廃棄を最小限に抑えるこ と と 、 新し い産業や雇用の創出までを 含めた「 経済システム」 で

あるサーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー（ 循環経済） への転換が求めら れています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ -9 循環経済（ サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー） への移行 

出典 環境省「 令和３ 年版環境・ 循環型社会・ 生物多様性白書」  

 

 

（５）香川県環境基本計画 
 

～現在改定中～ 

 

環境の将来像「 県民みんなでつく る  人と 自然が共生する持続可能な香川」の実現に向け、

５ つの基本目標を設定し 推進し ています。  

 

表 １ -2 ５ つの基本目標（ 香川県環境基本計画）  

分野 基本目標 

各分野にまたがる 

基盤整備・ 地域づく り  
環境を守り 育てる地域づく り の推進 

地球環境分野 脱炭素社会の実現に向けて地域と と も に取り 組む地球環境の保全 

資源循環分野 環境への負荷を低減さ せる持続可能な循環型社会の形成 

自然環境分野 自然に親し み、 自然と と も に生き る地域づく り の推進 

生活環境分野 安全で安心し て暮ら せる生活環境の保全 
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（６）坂出市環境基本条例 
 

坂出市環境基本条例第３ 条には、 市の環境の保全および創造についての基本理念が定め

ら れています。  

 

  市民が健康で文化的かつ快適な生活を 営む上で必要と する健全で恵み豊かな環境を

確保し 、 現在および将来の市民が亨受でき るよう 、 快適な環境の保全および創造に

努めます。  

  すべての者の積極的な取組と 参加により 、 環境への負荷の低減および持続的発展が

可能な都市づく り を目指し て、 快適な環境の保全および創造に努めます。  

  地域の環境が地球全体の環境と 深く 関わっ ているこ と に鑑み、 地球環境保全に資す

るよう に積極的に快適な環境の保全および創造に努めます。  
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第２章 地域概況 

１． 自然的状況 
（１）地理・地勢 

 

本市は、東経 133 度 51 分 38 秒、北緯 34 度 18 分 59 秒に位置し 、面積は 92. 46km2 です。

香川県のほぼ中央部に位置し 、 東は高松市、 西は丸亀市と 宇多津町、 南は綾川町、 北は多

島美を誇る瀬戸内海に面し 、 瀬戸内海を隔てて岡山県に対し ています。  

市の中心部は海岸沿いに平坦に開け、 綾川を中心に豊かな田園地帯が広がっ ており 、 北

の海側には瀬戸大橋沿いに島々が連なり 、瀬戸内海国立公園の美し い景観を見せています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ -1 坂出市の位置 

 

 

 

 

図 ２ -2 （ 写真） 瀬戸内海シーカ ヤッ ク  

 

帝国書院

0 500km
瀬戸大橋 
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（２）沿革 
 

昭和 17 年に坂出町と 林田村と の合併により 市制を施行し 、 昭和 26 年から 昭和 31 年ま

での間に近隣６ 村を合併、 昭和 42 年に綾歌郡飯山町の一部を 合併し て、 現在に至っ てい

ます。  

その昔、 久米栄左衛門の大開拓事業により 、 塩田の基礎が築かれ、 以来全国でも 有数の

塩田のまちと し て栄え、 こ れに伴い商工業が栄え、 塩の積み出し 港と し て、 四国屈指の貿

易港を持つまちと し ても 発展し てき まし た。  

し かし 、 長年坂出を支えてき た塩田も 度重なる塩業整備や技術革新によっ て姿を消し 、

代わっ て沖合約１ ｋ ｍに横たわる巨大な州（ 浅瀬） であっ た「 番の州」 を 埋め立て、 香川

県下最大の番の州臨海工業団地が造成さ れまし た。 本市は、 こ の臨海工業団地によっ て瀬

戸内工業地域の中核都市と し て重要な位置を占めています。 こ れら にあわせて塩田跡地を

活用し た港湾開発等により 、 全国有数の「 港湾工業都市」 へと 変貌を遂げまし た。  

また、 昭和 53 年に着工し 、 ９ 年半の歳月と １ 兆 1, 338 億円の巨費を 投じ 、 坂出市民の

みなら ず、四国島民の長年の夢と 希望をのせて「 瀬戸大橋」 が昭和 63 年に完成し まし た。

瀬戸大橋は、 上部に瀬戸中央自動車道、 下部に JR 瀬戸大橋線が走る二階建構造の道路鉄

道併用橋と し て、日本の橋梁技術の粋を結集し て建設さ れた世界でも 例のない長大橋です。

こ の橋は、 岡山側から ５ つの島を 経て坂出の番の州に至る海上部 9. 4km が吊橋、 斜張橋、

ト ラ ス橋の６ つの橋と 高架橋で結ばれています。  

平成４ 年には四国横断自動車道（ 高松自動車道） が開通し 、 瀬戸中央自動車道と 連結さ

れまし た。 さ ら に、 坂出北イ ンタ ーチェ ンジ（ 瀬戸中央自動車道） のフ ルイ ンタ ー化の準

備が進めら れており 、 本市は本州と 四国を 結ぶ交通・ 流通の「 要衝」 と し て、 その存在価

値を 高めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ -3 坂出市域の変遷 

旧坂出市 
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（３）土地利用 
 

土地利用を見ると 、 令和７ （ 2025） 年 1 月 1 日現在、 山林が 36. 5％と 最も 高く 、 次いで

宅地 18. 4％、 田 12. 9％、 畑 10. 8％、 雑種地 6. 3％などと なっ ています。  

令和３ （ 2021） 年と 比較すると 、 宅地が約 0. 5％増加し 、 田で 0. 2％、 畑で 0. 1％減少し

ています。  
 

表 ２ -1 土地利用（ 令和７ 年１ 月１ 日現在）  

単位： 千㎡  

田 畑 宅地 山林 雑種地 その他 合計 

11, 923 9, 979 16, 998 33, 731 5, 831 14, 028 92, 490 

12. 9% 10. 8% 18. 4% 36. 5% 6. 3% 15. 2% 100. 0% 

 

 
 

 

出典 土地に関する 概要調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ -4 （ 写真） 城山 
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（４）気象 
 

高松地方気象台※の過去 30 年間の年平均気温は 16. 7℃、年間降水量は 1, 150. 2mmと なっ

ており 、 気温が穏やかで降水量の少ない典型的な瀬戸内式気候を示し ていますが、 近年は

温暖化傾向のためか、 台風や集中豪雨等により 降水量が多い年も あり ます。  

※坂出市には気象観測所がないので、 高松地方気象台のデータ を用いています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 気象庁（ 気温1991～2020年、 降水量1991～2020年の平均値）  

図 ２ -5 高松気象台の気温・ 降水量 

 

高松地方気象台の日平均気温の推移を 詳細に見ると 、 下図の線形近似（ 点線） が右肩上

がり を示し ているよう に、 変動を 繰り 返し ながら 、 近年、 気温は上昇傾向にあり 、 こ の 84

年の間に約４ ℃上昇し ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 気象庁（ 日平均気温の年間の数値）  

図 ２ -6 高松地方気象台の日平均気温の推移 
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２． 社会的状況 
（１）人口、世帯数などの推移 

 

令和２ 年国勢調査による人口は 50, 624 人で、 県人口の 5. 3％にあたり ます。 １ km2 当た

り の人口密度は 547 人で香川県の 506 人より やや高く なっ ています。  

人口の推移と し ては、 昭和 51 年の 67, 650 人を ピーク に、 その後は減少傾向が続いてい

ます。 人口減少の要因を 人口動態で見ると 、 平成２ 年以降、 自然動態は死亡数が出生数を

上回り 、 社会動態でも 、 転出数が転入数を 上回る 傾向が続いています。  

近年 30 年間の推移を 見ると 、 平成２ 年から 令和２ 年にかけて、 人口が 20. 7％減少し 、

世帯数が 6. 2％増加し 、１ 世帯当たり 人員は 3. 19 人から 2. 38 人へと 0. 81 人減少し ていま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典 国勢調査 

図 ２ -7 人口・ 世帯数およ び世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ -8 （ 写真） 坂出大橋まつり  
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（２）産業別従業者数 
 

令和３ 年の事業所数は 2, 656 箇所、 従業者数は 28, 485 人と なっ ています。 産業別に見

ると 、 事業所数は「 卸売業、 小売業」 が 612 箇所と 最も 多く 、 次いで「 建設業」、「 製造業」

と 続いています。 また、 従業者数では、 製造業が 6, 871 人と 最も 多く 、 次いで「 卸売業、

小売業」、「 医療、 福祉」 などと なっ ています。  

平成 28 年当時と 比較すると 、 事業所数は減少（ －289 箇所）、 従業者数も 減少（ －532

人） し ています。  

 

表 ２ -2 産業別事業所数・ 従業者数の推移（ 令和３ 年）  

産業大分類 
令和３ 年度 

事業所数 従業者数 

総     数 2, 656 28, 485 

Ａ  農業、 林業 43 574 

Ｂ  漁業 2 9 

Ｃ  鉱業、 採石業、 砂利採取業 1 1 

Ｄ  建設業 274 2, 249 

Ｅ  製造業 263 6, 871 

Ｆ  電気・ ガス・ 熱供給・ 水道業 6 168 

Ｇ  情報通信業 13 83 

Ｈ  運輸業、 郵便業 162 3, 346 

Ｉ  卸売業、 小売業 612 4, 367 

Ｊ  金融業、 保険業 29 483 

Ｋ  不動産業、 物品賃貸業 219 656 

Ｌ  学術研究、 専門・ 技術サービ ス業 92 605 

Ｍ 宿泊業、 飲食サービ ス業 219 1, 413 

Ｎ  生活関連サービ ス業、 娯楽業 187 676 

Ｏ  教育、 学習支援業 67 535 

Ｐ  医療、 福祉 221 4, 332 

Ｑ  複合サービ ス事業 25 348 

Ｒ  サービ ス業 

  ( 他に分類さ れないも の)  
221 1, 769 

第１ 次産業 45 583 

第２ 次産業 538 9, 121 

第３ 次産業 2, 073 18, 781 

出典 経済セン サス 
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（３）工業 
 

経済構造実態調査によると 、 令和４ 年は事業所数 183、 従業者数 7, 068 人、 製造品出荷

額等 45, 197 千万円と なっ ています。  

平成 27 年から の変動を 見ると 、 従業者数及び事業所数は微増・ 微減を 繰り 返し て、 ほ

ぼ横ばいの状態で推移し ています。 また、 製造品出荷額等は、 平成 30 年にピーク を迎え

まし たが、 令和２ 年に減少し まし た。 その後、 令和３ 年以降は再び増加に転じ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 工業統計調査（ 平成27年～令和元年）、 経済セン サス活動調査（ 令和２ 年）、  

経済構造実態調査（ 令和３ 年～令和４ 年）  

図 ２ -9 事業所数、 従業者数およ び製造品出荷額等の推移 

 

（４）特定用途制限地域 
 

特定用途制限地域は、 用途地域の指定のない区域において良好な環境の形成または保持

を図る観点から 立地が望まし く ない用途の建築物等を 特定し 、 その立地を 規制するも ので

す。  

指定地域は、 用途白地地域（ 旧市街化調整区域） の全域です。 運用は、 国道および県道・

２ 車線片側歩道以上の市道沿線の一部を幹線沿道一般型、 それを除く 全域を一般環境保全

型と し て規制し ています。  

表 ２ -3 特定用途制限地域 

種類 面積 制限すべき 特定の建築物等の用途の概要 

特定用途制限地域 

（ 幹線沿道一般型）  
約 355ha 

・ 危険性や環境を 悪化さ せる恐れが大き い工場 

・ 危険物の貯蔵、 処理の量が多い施設 

・ 風俗営業施設 

特定用途制限地域 

（ 一般環境保全型）  

約

6, 516ha 

・ 危険性や環境を 悪化さ せる恐れがある工場等 

・ 危険物の貯蔵、 処理の用に供する施設 

・ 風俗施設等 

・ ホテル、 旅館、 パチンコ 店 

合計 
約

6, 871ha 
  

6,911 6,966 6,916 6,977 7,084 6,720 7,057 7,068 
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（５）都市計画 
 

王越地区の一部および島し ょ 部（ ３ 島） を 除き 、 ほぼ全域が都市計画区域に指定さ れて

います。 用途地域を除き 、 長年市街化調整区域と なっ ていたため、 開発が制限さ れてき ま

し たが、 平成 16 年５ 月に市街化区域と 市街化調整区域を 区分する線引き を廃止し 、 特定

用途制限地域を指定し たこ と により 、 郊外部の開発が可能と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ -10 都市計画図（ R7. 3月 時点）  
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（６）運輸交通 

① 交通ネットワーク 

交通ネッ ト ワーク については、 鉄道と し て市域を ほぼ東西に横切る予讃線と 瀬戸大橋

を通る瀬戸大橋線があり ます。 道路については、 高速道路と し て瀬戸中央自動車道、 高

松自動車道、 国道と し て 11 号と 438 号があり 、 その外にいく つかの主要地方道と 一般

県道があり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 坂出市地域公共交通計画  

図 ２ -11 交通ネッ ト ワーク  
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② 公共交通 

公共交通については、 鉄道は予讃線と 瀬戸大橋線があり ます。 また、 Ｊ Ｒ 坂出駅を起

点と し 、 郊外部の各地域を結ぶ路線バスやデマンド 型乗合タ ク シー、 中心市街地におい

ては、 循環バスがあり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 坂出市公共交通マッ プ（ R６ . 10月１ 日現在）   

 

図 ２ -12 公共交通 
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③ 自動車保有台数 

自動車保有台数の推移を 見ると 、 普通自動車と 小型自動車を合わせた乗用車の台数に

ついては、 平成 12 年度以降横ばいで推移し ています。 一方、 軽自動車は令和元年度ま

で増加傾向が続いたも のの令和５ 年度は減少し ています。 また、 貨物車については、 大

型ト ラ ッ ク が増加し 、 小型ト ラ ッ ク が減少し ています。  

 

表９  自動車保有台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 四国運輸局香川運輸支局 

図 ２ -13 自動車保有台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ -14 （ 写真） 瀬戸大橋の夜景 

 

 

昭和55年度 平成2年度 平成12年度 平成22年度 平成27年度 令和元年度 令和5年度

合計 24,795 34,892 42,663 43,516 44,079 43,934 43,657

その他 4,819 10,743 8,184 7,117 6,543 6,472 6,338

特殊用途車 610 930 1,343 1,288 1,226 1,415 1,480

大型トラック 1,000 1,493 1,671 1,731 1,806 1,955 2,057

小型トラック 3,799 3,332 3,019 2,119 1,907 1,877 1,843

バス 130 128 103 86 92 104 83

普通乗用車 152 724 5,806 7,182 7,608 8,284 8,942

小型乗用車 11,822 14,729 14,004 11,156 9,914 8,823 7,943

軽自動車 2,463 2,813 8,533 12,837 14,983 15,004 14,971

24,795 

34,892 

42,663 43,516 44,079 43,934 43,657 

0

10,000

20,000

30,000

40,000
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（台）
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３． 環境関連法令 
 

本市の環境関連の条例等と し ては、「 環境基本条例」 をはじ め「 公害防止条例」、「 環境美

化条例」 など様々なも のがあり ます。  

 

表 ２ -4 関係条例等 

区分 法令名 制定年月日 

環 境 

坂出市公害防止条例 昭和47年４ 月５ 日 

坂出市環境美化条例 平成14年３ 月26日 

坂出市環境基本条例 平成15年３ 月31日 

廃棄物 

坂出市下水道条例 昭和60年４ 月１ 日 

坂出環境センタ ー条例 平成３ 年３ 月26日 

坂出市廃棄物の処理および清掃に関する条例 平成８ 年３ 月28日 

坂出市リ サイ ク ルプラ ザ条例 平成11年９ 月30日 

坂出市特定家庭用機器廃棄物の取扱いに関する条例 平成12年12月25日 

身近な 

自 然 

坂出市都市公園条例 昭和59年10月１ 日 

坂出市緑化条例 昭和60年12月23日 

坂出市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則 平成15年３ 月31日 

坂出市風致地区内における建築等の規制に関する条例 平成24年12月28日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ -15 （ 写真） 小与島のササユリ  
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４． まとめ 
 

本章の地域概況を 取り まと めると 、 以下の通り と なり ます。  

表 ２ -5 本市の地域概況 

状況 地域概況 

自然的状況 

・ 本市の中心部は海岸沿いに平坦に開け、綾川を中心に豊かな田園地帯が

広がっ ており 、北の海側には瀬戸大橋沿いに島々が連なり 、 瀬戸内海国

立公園の美し い景観を見せています。  

・ 土地利用状況は、 令和７ 年 1 月 1 日現在、 山林が 36. 5％と 最も 高く 、

次いで宅地 18. 4％、 田 12. 9％、 畑 10. 8％、 雑種地 6. 3％と なっ ており 、

令和３ 年と 比較すると 、宅地が約 0. 5％増加し 、田で 0. 2％、畑で 0. 1％

減少し ています。 ※１  

・ 過去 30 年間の年平均気温は 16. 7℃、 年間降水量は 1, 150. 2mmと なっ て

おり 、気温が穏やかで降水量の少ない典型的な瀬戸内式気候を 示し てい

ますが、近年は温暖化傾向のためか、台風や集中豪雨等により 降水量が

多い年も あり ます。 ※２  

・ 本市周辺における近年の気温は上昇傾向にあり 、 昭和 16 年（ 1941 年）

から 令和６ 年（ 2024 年） の 84 年の間に約４ ℃上昇し ています。 ※３  

社会的状況 

・ 本市における人口・ 世帯数は、 平成２ 年から 令和２ 年にかけて 20. 7％

減少し 、 世帯数は 6. 2％増加し 、 １ 世帯当たり 人員は 3. 19 人から 2. 38

人へと 0. 81 人減少し ています。 ※４  

・ 令和３ 年の事業所数は 2, 656 箇所、従業者数は 28, 485 人と なっ ており 、

平成 28 年当時と 比較すると 、 事業所数は減少（ －289 箇所）、 従業者数

も 減少（ －532 人） し ています。 ※５  

・ 公共交通については、 鉄道は予讃線と 瀬戸大橋線があり ます。 また、 Ｊ

Ｒ 坂出駅を起点と し 、郊外部の各地域を結ぶ路線バスやデマンド 型乗合

タ ク シー、 中心市街地においては、 循環バスがあり ます。  

・ 自動車保有台数は、 平成 12 年度以降横ばいで推移し ている一方、 軽自

動車は近年減少、 また、 貨物車については、 大型ト ラ ッ ク が増加し 、 小

型ト ラ ッ ク が減少し ています。 ※６  

環境関連法令 
・ 本市の環境関連の条例等と し ては、「 環境基本条例」 をはじ め「 公害防

止条例」、「 環境美化条例」 など様々なも のがあり ます。  

※１  出典 土地に関する概要調書 

※２  出典 気象庁（ 気温、 降水量の平均値）  

※３  出典 気象庁（ 日平均気温の年間の数値）  

※４  出典 国勢調査（ ５ 年に１ 度の調査）  

※５  出典 経済センサス（ ５ 年に１ 度の調査）  

※６  出典 四国運輸局香川運輸支局（ 自動車保有台数の推移）  
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第３章 環境の現状 

１． 気候変動・脱炭素 
（１）気候変動の影響 

 

地球温暖化等の気候変動により 、 将来的にも 世界的に異常気象が増加する可能性が指

摘さ れています。 国全体においては、 気候変動により 気象災害リ スク が高まっ ていると

こ ろ 、 本市においても 、 先述し た気候の変化やこ れから の変動予測において、 今後、 極

端な高温による熱中症の多発や、 短時間での強雨による洪水、 土砂災害の発生頻度の増

加など災害と 気候変動と の関係性が高まっ てく るも のと 予想さ れます。  

 

気候変動の影響（ 事例）  

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -1 （ 写真） 平成16年台風第23号によ る 被害 綾坂橋（ 坂出市府中町）  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -2 （ 写真） 平成16年台風第23号によ る 被害 イ オン 坂出東側の一方通行道路（ 坂出市京町） 

 

 

 

（２）地球温暖化 
 

世界の年平均気温偏差は、様々な変動を繰り 返し ながら 上昇し ており 、長期的には 100

年あたり 0. 77℃の割合で上昇し ています。 特に 1990 年代半ば以降、 高温と なる年が多

く なっ ています。  

日本の年平均気温偏差は、様々な変動を 繰り 返し ながら 上昇し ており 、長期的には100

年あたり 1. 40℃の割合で上昇し ています。 特に1990年代以降、 高温と なる年が頻出し て

います。  

平常時 災害時 

平常時 災害時 
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出典 気象庁よ り  

図 ３ -3 世界と 日本の年平均気温偏差 

 

 

I PCC（ 気候変動に関する政府間パネル） の第６ 次報告書では、 2081 年から 2100 年の

世界の平均地上気温は、 気象上昇を 1. 5℃以下におさ えるシナリ オをと っ た場合でも 、

1850 年から 1900 年の平均気温より も 1. 0～1. 8℃上昇すると 予測し ており 、 気候変動に

よる影響は避けら れない状況になっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 全国地球温暖化防止活動推進セン タ ー 

 

図 ３ -4 1850～1900年を 基準と し た世界平均気温の変化 
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（３）二酸化炭素の全大気平均濃度 
 

二酸化炭素は地球温暖化に及ぼす

影響がも っ と も 大き な温室効果ガス

です。 人間活動に伴う 化石燃料の消

費、 セメ ント 生産、 森林破壊などの

土地利用の変化等により 、 大気中の

二酸化炭素濃度は増加し ています。  

二酸化炭素の全大気平均濃度は

2010年には388ppmでし たが、 その後

右肩上がり に上昇し 、 2024年には

421ppmを越えまし た。 一方年増加量

については、 過去14年間の平均値は

2. 4ppm/年 で し た が、 2024 年に は

3. 5ppm/年と なり 、 今までの最高値

（ 2016年の3. 1ppm/年） を上回り まし た。  

 

 

（４）日本の温室効果ガス排出量の推移 
 

1990年（ 基準年） から 現在までの温室効果ガス排出量の推移を 見る と 、 景気の影響

等で変動はある も のの「 産業部門」 は、 2007年度までほぼ横ばいで推移し た後、 2008

年度と 2009年度に一旦減少し 、 2010年度から 2013年度にかけて再び増加し 、 2014年

度以降は減少し ています。「 運輸部門」 は、 2001年度頃ま では緩やかな増加傾向にあ

り まし たが2002年度以降は緩やかに減少し ています。 一方、 民生業務部門の「 業務そ

の他部門」 と「 家庭部門」 は、 2007年度まで増加傾向で推移し た後、 2008年度と 2009

年度に一旦減少し 、 2010年度から 2013年度にかけて再び増加し まし たが、 2014年度

以降は緩やかに減少し ています。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典 全国地球温暖化防止活動推進セン タ ー 
京都議定書の基準年 

出典 環境省  

図 ３ -5 二酸化炭素の全大気平均濃度と 年増加量 

図 ３ -6 日本の温室効果ガス排出量の推移 
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（５）坂出市の温室効果ガス排出状況 
 

本市の令和４ 年度における温室効果ガス排出量は、

661千t -CO2、 そのう ち産業部門が378千t -CO2（ 57％）

と 一番多く 、 次いで運輸部門が148千t-CO2（ 22％）

と なっ ています。  

また、 温室効果ガス排出量の推移をみると 、 平成

25年度以降減少傾向になっ ています。  

 

 

出典 環境省「 自治体排出量カ ルテ」  

図 ３ -7 部門別CO2排出構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 環境省「 自治体排出量カ ルテ」  

図 ３ -8 部門別CO2排出量の推移 
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２． 自然環境 
（１）風致地区 

 

都市の風致（ 樹林地、 水辺地などで構成さ れた良好な自然的景観） を維持するため、

都市計画法に基づき 指定さ れる地区であり 、 建物や工作物の開発行為について一定の規

制を 行う こ と により 、 風致に富んだ良好な都市環境の形成を 図っ ています。  

現在、 聖通寺山、 角山、 笠山、 金山、 常山の５ 地区を 風致地区と し て指定し ています。 

 

 

表 ３ -1 風致地区 

名称 面積 

聖通寺山風致地区 39ｈ ａ  

角山風致地区 29ｈ ａ  

笠山風致地区 15ｈ ａ  

金山風致地区 112ｈ ａ  

常山風致地区 78ｈ ａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -9 坂出都市計画風致地区 

 



28 

（２）快適環境 

① 用途地域（都市計画区域内） 

都市計画区域内の用途地域の状況は下表のと おり です。 工業専用地域が602. 0haと 最

も 広く 、 31. 8％を占めています。  

表 ３ -2 用途地域の状況 R7. 4. 1現在 

区分 面積( ha)  割合( ％)  

合      計 1, 893 100. 0 

第１ 種低層住居専用地域 79. 0 4. 2 

第１ 種中高層住居専用地域 25. 0 1. 3 

第２ 種中高層住居専用地域 111. 0 5. 9 

第１ 種住居地域 343. 0 18. 1 

第２ 種住居地域 79. 0 4. 2 

準住居地域 10. 0 0. 5 

近隣商業地域 29. 0 1. 5 

商業地域 67. 0 3. 5 

準工業地域 424. 0 22. 4 

工業地域 124. 0 6. 6 

工業専用地域 602. 0 31. 8 

出典 都市整備課 

② 都市公園 

都市公園は風致公園１ 箇所、 街区公園 15 箇所、 緩衝緑地３ 箇所、 都市緑地２ 箇所、

広場公園２ 箇所と なっ ています。  

 

表 ３ -3 都市計画区域内公園の面積 R6. 10. 1現在 

公園名 種別 面積 公園名 種別 面積 

聖通寺山公園 風致公園      12. 00  西大浜第３ 公園 街区公園      0. 51  

香風園 街区公園       0. 57  西大浜第４ 公園 〃      0. 21  

鉄砲町児童公園 〃       0. 10  西大浜第５ 公園 〃      0. 22  

御供所公園 〃       0. 35  平成公園 〃      0. 19  

鎌田池公園 〃       0. 62  田尾坂公園 緩衝緑地      0. 71  

西庄児童公園 〃       0. 17  下川津緑地公園 〃      1. 03  

西原公園 〃       0. 16  沙弥島緑地 都市緑地      0. 44  

東大浜第１ 公園 〃 0. 20  林田与北緑地 〃      0. 14  

東大浜第２ 公園 〃 0. 40  市民広場 広場公園      0. 27  

東大浜第３ 公園 〃       0. 20  坂出駅南口公園 〃      0. 11  

西大浜第１ 公園 〃       0. 85  坂出緩衝緑地 

（ 東大浜緑地）  
緩衝緑地      3. 00  

西大浜第２ 公園 〃      0. 32  

出典 都市整備課 
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③ 文化財・天然記念物 

令和７ 年４ 月時点で、 国・ 県・ 市指定などの文化財が合わせて86件あり 、 それぞれの対

象ごと に保護・ 保存さ れ、 適切な管理が行われています。  

指定文化財は、 建造物、 絵画、 彫刻、 工芸品など多岐にわたっ ています。 こ のう ち 国指

定のも のは11件、 県指定は21件、 市指定は34件と なっ ています。 また、 登録有形文化財が

19件、 選択無形民俗文化財が１ 件と なっ ています。  

 

表 ３ -4 指定文化財等登録状況 

【 指定文化財】  

区分 総数 国指定 県指定 市指定 

総数 66 11 21 34 

有
形
文
化
財 

建造物 9 4 2 3 

美
術
工
芸
品 

絵画 3   3 

彫刻 11 1 2 8 

工芸品 11 1 6 4 

書跡 1   1 

典籍 3   3 

古文書 1   1 

考古資料 6  4 2 

歴史資料 1 1   

無形文化財     

民俗 
有形民俗文化財     

無形民俗文化財 2  2  

記念物 

史跡 15 4 4 7 

名勝 1   1 

天然記念物 2  1 1 

 

【 登録有形文化財】  

区分 総数 国登録 

登録有形文化財（ 建造物）  19 19 

 

【 記録作成等の措置を 講ずべき 無形の民俗文化財】  

区分 総数 選択 

記録作成等の措置を講ずべき  

無形の民俗文化財 
1 1 

 

 

図 ３ -10 （ 写真左）  神谷神社本殿、 （ 写真右）  木造随身立像 
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３． 資源循環 
（１）ごみ処理施設・上下水道 

① 角山環境センター（焼却場︓坂出、宇多津広域行政事務組合） 

角山環境センタ ーは、 瀬戸中央自動車道沿いにあり 、 本市と 宇多津町の広域圏内にお

いては中心的位置に立地するこ と から 、 周辺環境への影響に配慮し 有害ガス除去装置、

ろ 過式集じ ん器を設置し て大気汚染の防止に努め、 汚水も 場外に放出ぜず施設内で処理

するなど、 汚水・ 排ガス・ 騒音・ 振動・ 悪臭等の公害防止策に取り 組んでいます。  

また、 平成 13 年度には排ガス高度処理施設整備事業を完了し 、 ダイ オキシン類の排

出を 可能な限り 抑制し ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -11 角山環境セン タ ー位置図 

 

 

本市の令和５ 年度における「 ごみの総排出量は 16, 601t /年であり 、 令和元年度と 比較

すると 約 13％減少し ており 、 経年変化をみても 減少傾向にあり ます。  

また、 本市の令和５ 年度における「 １ 人１ 日あたり のごみ排出量」 は 905ｇ /人・ 日で

あり 、 総排出量と 同じ く 減少傾向にあり ます。  

本市の令和５ 年度におけるリ サイ ク ル率は 8. 1％であり 、 令和４ 年度に比較し て若干

改善し ていますが、今後更なるごみの減量化・ 再資源化を 徹底し ていく 必要があり ます。  

坂出、 宇多津広域行政事務組合 

〒769-0210 綾歌郡宇多津町2915番地 

 

角山環境セン タ ー 

〒762-0047 坂出市新浜町6番51号 

（ 写真） 角山環境セン タ ー 
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出典 環境省「 一般廃棄物処理実態調査結果」 よ り 作成 

図 ３ -12本市のごみの排出状況 

 

② 坂出市リサイクルプラザ（中間処理施設） 

坂出市リ サイ ク ルプラ ザは、 一般家庭から 排出さ れる不燃、 粗大ごみに含まれる有価

物の再生利用を促進すると と も に不燃物を 粉砕し 、 鉄、 アルミ 、 可燃物、 不燃物に選別

するほか、缶類、ビン類を選別回収、ペッ ト ボト ルおよびその他のプラ スチッ ク は減容、

圧縮、 梱包を 行う 高性能のごみ処理施設であり 、 資源の再利用および最終処分場の延命

化、 安定化を 図っ ています。 さ ら に、 住民の学習の場と し て各種工房、 展示室、 研修室

を併設し ています。  

今後も 本施設を活用し て、 ごみの減量化と 再資源化を 進めると と も に循環型社会の構

築を 図り 、 清潔で住みよいまちづく り に役立てていき ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 写真） 坂出市リ サイ ク ルプ ラ ザ 

 

 

 

 

図 ３ -13 坂出市リ サイ ク ルプラ ザ位置図 

 

坂出市リ サイ ク ルプ ラ ザ 

〒762-0011 坂出市江尻町24番地1 
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③ 番の州浄園（汚泥再生処理施設︓坂出、宇多津広域行政事務組合） 

番の州浄園は、 循環型社会構築のため、 膜分離高負荷生物脱窒素処理方式に高度処理

設備を付加し た処理能力を整え、 発生汚泥の一部を発酵さ せ・ 堆肥化する施設も 組み込

んでいます。  

 

 

（ 写真） 番の州浄園 

 

 

 

 

図 ３ -14 番の州浄園位置図 

④ 坂出環境センター（最終処分場） 

坂出環境センタ ーは、 近年の生活文化・ 産業経済の変化に伴っ て一層多様、 多量化す

る不燃性一般廃棄物を 坂出市リ サイ ク ルプラ ザで中間処理し た後に出る最終の廃棄物を

適正に処理し 、 快適で文化的な市民生活を 確立するため、 設備内容に意を 配し 自然の地

形を 利用し て造成し 、 地下水を汚染するこ と のないよう 場内は万全なる遮水工事を 施し

ています。  

さ ら に、 場内から の汚染は浸出水処理施設に集めら れ、 生物処理から 活性炭吸着まで

いわゆる三次処理を行っ た後に放流するなど、 環境の保全にも 万全を期し ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 写真） 坂出環境セン タ ー 

 

 

 

図 ３ -15 坂出環境セン タ ー位置図 

坂出環境セン タ ー 

〒762-0024 坂出市府中町6870番地 

 

番の州浄園 

〒762-0064 坂出市番の州町10番2号 
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⑤ 上水道 

古く は、 坂出町時代から 水源に乏し く 、 各地で井戸が掘ら れるも 塩水を 含むなどで、

飲料水と し て適すると こ ろ は少なく 、 町内では水売り も 行われていまし た。 その後、 人

口の激増に伴い住民生活の衛生、 防火上の必要性から 上水道整備の要望が高まり 、 大正

５ 年から 水源調査を行い、昭和 10 年４ 月に鎌田池を水源と し た上水道を整備、その後、

合併と 市勢の発展による人口の増加に伴い、 特に夏季における飲料水および工場用水の

水不足が深刻と なり 、 昭和 34 年に第１ 期拡張事業に着手し 、 第２ 水源と し て綾川にそ

の水源を 求め、昭和 35 年に鴨川浄水場を建設し 、１ 日最大配水量を 6, 000 ㎥から 18, 100

㎥と 大幅に増加し ています。  

その後、 番の州埋立地への大企業の進出等による水需要の増大に対処するため、 昭和

42 年に第２ 期拡張事業に着手し 、 急速ろ 過池、 配水池の新設等を 実施、 また、 昭和 46

年には、 懸案の吉野川導水に基づく 香川県水道用水供給事業から の浄水の受け入れに備

え、 鴨川浄水場から 市中心部までの配水管を主体と する第３ 期拡張事業に着手し 、 昭和

49 年から 受水を開始し ています。 さ ら に、 島し ょ 部の与島、 小与島、 櫃石、 岩黒の４ 島

については与島地区簡易水道事業を昭和 53 年に着手し 、 倉敷市から 分水を受け海底送

水管によっ て給水を開始し まし た。  

さ ら に、 瀬戸大橋の完成により 、 昭和 63 年から 、 与島、 小与島については、 本州四

国連絡橋を利用し 坂出市側から 給水を 開始、 また、 櫃石、 岩黒についても 平成 10 年よ

り 、 本州四国連絡橋の利用に切替えて倉敷市側から 給水し ています。  

また、 平成 30 年４ 月より 、 県と 直島町を 除く 県内８ 市８ 町の水道事業を 統合し た香

川県広域水道企業団が設立さ れ、 本市の上水道事業は同企業団の中讃ブロッ ク 統括セン

タ ーに組織さ れています。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 水道ビ ジョ ン  

図 ３ -16 水道送配水フ ロ ー 
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⑥ 下水道 

本市の令和７ 年４ 月末における 下水道の整備概要は、 事業認可区域665. 1haのう ち、

356. 27ha（ 約53. 6％） の整備が完了し ています。 排水施設は分流式と なっ ており 、 終末

処理場である大束川浄化センタ ーは、 綾歌郡宇多津町吉田にあり ます。  

また、 下水道普及率については、 行政区域内人口49, 281人に対し て処理区域内人口が

14, 593人で、 人口普及率は29. 6％と なっ ています。 こ れは、 事業認可区域内人口普及率

で見ると 、 66. 8％と なり ます。  

一方、 水洗化状況では、 処理区域内人口14, 593人に対し て水洗化人口は11, 809人で、

水洗化率は80. 9％と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -17 下水道事業認可区域 
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４． 生活環境 
（１）大気汚染 

① 硫黄酸化物 

硫黄酸化物は、 主に石油・ 石炭系燃料を燃焼するこ と により 生成さ れ、 大部分は二酸

化硫黄、 硫酸ミ スト および硫酸塩と し て排出さ れます。 主な発生源は、 工場・ 事業場の

燃焼施設であり 、船舶から も 排出さ れます。人体に対し ては呼吸器系疾患の原因と なり 、

さ ら に酸性雨の原因物質の一つと なっ ています。  

硫黄酸化物に係る測定は、 ４ 測定局（ 令和４ 年度に６ 局から ４ 局に減少） で自動測定

し ています。 近年、 二酸化硫黄濃度の年平均値は、 横ばいも し く は微減傾向で推移し て

おり 、 本市の全ての測定局で環境基準を達成し ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -18 二酸化硫黄濃度（ 年平均値） の経年変化 

 

 

表 ３ -5 二酸化硫黄に係る 環境基準 

環 境 上 の 条 件 測  定  方  法 

 １ 時間値の１ 日平均値が0. 04ppm以下であ

り 、 かつ、 １ 時間値が0. 1ppm以下であるこ と  

 溶液導電率法または紫外線蛍光法 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

市役所 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

瀬居町 0.008 0.007 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.002 0.002

林田出張所 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

相模坊 0.006 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.002 0.002 0.001

川津町 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001

櫃石 0.005 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

(ppm)

（測定局）

―

―

―

―

―

―
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② 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質は、 大気中に比較的長時間滞留する粒径10ミ ク ロン以下の粒子状物質

のこ と であり 、 気道または肺胞に沈着するこ と によっ て人の健康上有害な影響を与えま

す。 浮遊粒子状物質に係る測定は、 ４ 測定局（ 令和４ 年度に６ 局から ４ 局に減少） で自

動測定し ています。 各測定局の年平均値は、 ほぼ横ばい状況にあり 、 全ての測定局で環

境基準を 達成し ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -19 浮遊粒子状物質（ 年平均値） の経年変化 

 

 

表 ３ -6 浮遊粒子状物質に係る 環境基準 

環 境 上 の 条 件 測  定  方  法 

 １ 時間値の１ 日平均値が0. 10mg/m3以下であ

り 、かつ、１ 時間値が0. 20mg/m3以下であるこ

と  

濾過捕集によ る 重量濃度測定方法ま たは

こ の方法によ っ て測定さ れた重量濃度と 直

線的な関係を 有する量が得ら れる光散乱法、

圧電天びん法も し く はベータ 線吸収法 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

市役所 0.022 0.018 0.018 0.018 0.015 0.014 0.013 0.015 0.015 0.015

瀬居町 0.021 0.022 0.026 0.024 0.021 0.021 0.017 0.018 0.017 0.017

林田出張所 0.022 0.021 0.022 0.020 0.017 0.017 0.015 0.017 0.015 0.013

相模坊 0.021 0.019 0.021 0.021 0.018 0.018 0.015 0.014 0.013 0.012

川津町 0.024 0.021 0.018 0.018 0.015 0.015 0.012

櫃石 0.022 0.021 0.022 0.021 0.019 0.016 0.016

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

(mg/㎥)

（測定局）

―

―

―

―

―

―
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③ 窒素酸化物 

窒素酸化物は、 大気中あるいは燃料中に含まれる窒素が燃焼するこ と により 、 主と し

て一酸化窒素と 二酸化窒素が生成さ れます。 特に二酸化窒素は高濃度になると 喉や呼吸

器系に悪影響を与えます。 また、 光化学オキシダント は酸性雨の原因物質の一つと なっ

ています。 主な発生源は、 工場・ 事業場の燃焼施設や自動車などです。  

窒素酸化物に係る測定は、 ４ 測定局（ 令和４ 年度に６ 局から ４ 局に減少） で自動測定

し ています。 近年、 一酸化窒素濃度は横ばいも し く は微減傾向で推移し 、 また、 二酸化

窒素濃度の年平均値はほぼ横ばい状況にあり 、 全ての測定局で環境基準を 達成し ていま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -20 一酸化窒素濃度（ 年平均値） の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -21 二酸化窒素濃度（ 年平均値） の経年変化 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

市役所 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001

瀬居町 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002

林田出張所 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001

相模坊 0.003 0.003 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

川津町 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003

櫃石 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001

0.000

0.005

0.010

0.015

(ppm)

（測定局）

―

―

―

―

―

―

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

市役所 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.011 0.010 0.009

瀬居町 0.012 0.011 0.013 0.012 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009

林田出張所 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.009 0.007 0.007

相模坊 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006

川津町 0.015 0.013 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010

櫃石 0.014 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

(ppm)

（測定局）

―

―
―

―

―

―
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表 ３ -7 二酸化窒素に係る 環境基準 

環 境 上 の 条 件 測  定  方  法 

 １ 時 間 値 の １ 日 平 均 値 が 0. 04ppmか ら

0. 06ppmまでのゾーン 内またはそれ以下であ

るこ と  

 ザルツマン試薬を 用いる吸光光度法または

オゾンを 用いる化学発光法 

※一酸化窒素については、 環境基準は設定さ れていません。  

 

 

④ 一酸化炭素 

一酸化炭素は、 物の不完全燃焼に伴っ て発生し 、 強い毒性を有し ています。  

その主な発生源は自動車であり 、 一酸化炭素に係る測定は、 １ 測定局で自動測定さ れ

ています。 その結果を 見ると 、 一酸化炭素濃度は横ばいで推移し ており 、 環境基準を達

成し ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -22 一酸化炭素濃度（ 年平均値） の経年変化 

 

 

表 ３ -8 一酸化炭素に係る 環境基準 

環 境 上 の 条 件 測  定  方  法 

 １ 時間値の１ 日平均値が10ppm以下であり 、

かつ、 １ 時間値の８ 時間平均値が20ppm以下

であるこ と  

 非分散型赤外分析計を用いる方法 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

市役所 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

(ppm)

（測定局）
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⑤ 光化学オキシダント 

光化学オキシダント は、 工場・ 事業場の燃焼施設や自動車などから 排出さ れた窒素酸

化物や炭化水素などが太陽から の紫外線を 受けて、 光化学反応を起こ し て生成さ れるオ

ゾン、 パーオキシアセチルナイ ト レート 等の強酸化性物質の総称です。 光化学オキシダ

ント は高濃度になると 粘膜を 刺激し 、 目、 鼻、 喉を痛めるなどの影響が出やすく なり ま

す。こ のよう な被害の発生を 未然に防ぐ ため、高濃度状態が続く おそれがある時には「 香

川県大気汚染緊急時対策要綱」 に基づき 、 緊急時等には予報等を 発令し 、 一般市民に注

意を 呼びかけています。 令和６ 年度は、 予報・ 注意報が１ 回、 警報が０ 回でし た。  

 

＜高濃度状態が続く おそれのある条件＞ 
 
①風が弱い    ②気温が高い  ③日射が強い 

④非メ タ ン炭化水素濃度が高い⑤視程が悪い  など 

 

表 ３ -9 光化学オキシダン ト 測定結果 

測 

定 

局 

年 
 

度 

昼間測

定日数 

昼間測定

時  間 

昼間の１

時間値の

最 高 値 

 昼間の１ 時間値が 

0. 06 ppm を 超えた

日 数 と  時 間 数 

 昼間の１ 時間値

が 0. 12ppm以上の

日 数 と  時 間 数 

日 時 間 ppm 日 時 間 日 時 間 

市 

役 

所 

H29 364 5, 396 0. 101 102 569 0 0 

H30 365 5, 435 0. 108 80 424 0 0 

R１  366 5, 450 0. 131 82 420 1 1 

R２  365 5, 424 0. 095 69 363 0 0 

R３  365 5, 409 0. 101 70 313 0 0 

R４  365 5, 405 0. 097 83 450 0 0 

R５  366 5, 417 0. 090 75 357 0 0 

R６  359 5, 315 0. 127 69 356 1 1 

林
田
出
張
所 

H29 365 5, 295 0. 093 58 290 0 0 

H30 365 5, 301 0. 102 61 305 0 0 

R１  366 5, 312 0. 117 62 296 0 0 

R２  361 5, 223 0. 088 50 226 0 0 

R３  365 5, 290 0. 105 85 379 0 0 

R４  323 4, 667 0. 090 60 261 0 0 

R５  348 5, 150 0. 092 78 350 0 0 

R６  364 5, 351 0. 114 73 350 0 0 

川 

津 

町 

H29 365 5, 439 0. 100 105 577 0 0 

H30 365 5, 443 0. 105 81 419 0 0 

R１  366 5, 431 0. 134 101 593 3 5 

R２  365 5, 427 0. 094 81 422 0 0 

R３  365 5, 409 0. 095 75 352 0 0 

R４  測定局の統合によ り 測定終了 

 



40 

表 ３ -10 光化学オキシダン ト 緊急時発令状況（ 中讃地域）  

     年 度 

 

 区 分 

H27 H28 H29 H30 R１  R２  R３  R４  R５  R６  

予  報 5 10 4 2 5 1 0 1 1 1 

注 意 報 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 

警  報 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

表 ３ -11 光化学オキシダン ト に係る 環境基準 

環 境 上 の 条 件 測  定  方  法 

 １ 時間値が0. 06ppm以下であるこ と   中性ヨ ウ化カ リ ウム溶液を 用いる吸光光度

法も し く は電量法、 紫外線吸収法またはエチ

レンを用いる化学発光法 

 

表 ３ -12 光化学オキシダン ト 発令基準およ び措置内容（ 香川県大気汚染緊急時対策要綱抜粋）  

発令区分 発 令 基 準 措  置  内  容 

予  報 １ 時間値が100万分の0. 1以上

で ある 大気の汚染状態にな っ

たと き  

１ ．協力工場に対し 、当該施設の燃料等使用量

の20％程度削減又はそれと 同程度の効果を 有

する措置をと るよう 協力要請を行う 。  

２ ．Ｖ Ｏ Ｃ 排出工場に対し 、揮発性有機化合物

の排出量又は飛散の量の自主的な減少につい

て協力を 求める。  

注 意 報 １ 時間値が100万分の0. 12以上

で ある 大気の汚染状態にな っ

たと き  

１ ．協力工場に対し 、当該施設の燃料等使用量 

の20％削減又はそれと 同程度の効果を 有する 

措置をと るよう 勧告を 行う 。  

２ ． 予報の第２ 項と 同じ 措置。  

３ ．自動車の使用者又は運転者に対し 、自動車 

の運行の自主的制限について協力を求める。  

警  報 １ 時間値100万分の0. 24以上で

ある 大気の汚染状態にな っ た

と き  

１ ．協力工場に対し 、当該施設の燃料等使用量 

の30％削減又はそれと 同程度の効果を有する  

措置をと るよう 勧告を 行う 。  

２ ． 注意報の第２ 項、 第３ 項と 同じ 措置。  

重大警報 １ 時間値が100万分の0. 4以上

で ある 大気の汚染状態にな っ

たと き  

１ ．協力工場及び大口排出工場に対し 、当該施 

設の燃料等使用量の40％削減又はそれと 同程 

度の効果を有する措置を と るよう 命令を行う 。 

２ ．Ｖ Ｏ Ｃ 排出工場に対し 、揮発性有機化合物 

濃度の減少又は揮発性有機化合物排出施設の 

使用の制限について命令を行う 。  

３ ．公安委員会に対し 、道路交通法の規定によ  

る措置を と るよう 要請する。  

協 力 工 場 ： 硫黄酸化物協力工場、 排出ガス協力工場及び排出ガス公共協力工場をいう 。  

大口排出工場： 硫黄酸化物大口排出工場及び排出ガス大口排出工場をいう 。  
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⑥ 炭化水素 

炭化水素は、 塗装・ 印刷工場、 石油系の貯蔵所、 自動車などが主な発生源です。 特に

非メ タ ン炭化水素は、 光化学反応性が高いため、 光化学オキシダント の原因物質の一つ

と なっ ています。  

炭化水素に係る測定は、 市役所測定局で自動測定し ています。 こ の結果では、 非メ タ

ン炭化水素濃度の年平均値は平成27年度以降ほぼ横ばいで推移し ています。  

 

表 ３ -13 炭化水素濃度の経年変化 

測 

定 

局 

年 
 

度 

非メ タ ン 炭化水素 メ タ ン  全炭化水素 

年平均値 

6～9時に 

お け る  

年平均値 

6～9時、 3時 

間平 均値 が 

0. 20ppmCを  

超え た 割 合 

6～9時、 3時 

間平均値 が 

0. 31ppmCを  

超え た 割 合 

年平均値 年平均値 

ppmC ppmC ％ ％ ppmC ppmC 

市 

役 

所 

H27 0. 14 0. 15 15. 4 2. 5 1. 93 2. 08 

H28 0. 12 0. 13 7. 5 1. 1 1. 94 2. 07 

H29 0. 16 0. 17 24. 2 8. 9 1. 95 2. 10 

H30 0. 16 0. 17 23. 3 4. 2 1. 94 2. 10 

R１  0. 12 0. 13 11. 6 2. 2 1. 96 2. 08 

R２  0. 11 0. 12 8. 6 1. 4 1. 97 2. 08 

R３  0. 09 0. 10 5. 0 1. 4 2. 00 2. 09 

R４  0. 09 0. 10 4. 7 0. 8 2. 01 2. 10 

R５  0. 08 0. 09 4. 7 0. 8 2. 02 2. 10 

R６  0. 08 0. 09 4. 1 1. 9 2. 02 2. 09 

 

【 参考】 光化学オキシダント の生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針 

光化学オキシダント の日最高１ 時間値0. 06ppmに対応する午前６ 時から ９ 時までの

非メ タ ン炭化水素の３ 時間平均値は、 0. 20ppmCから 0. 31ppmCの範囲にある。  
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⑦ 微小粒子状物質（PM2.5） 

微小粒子状物質は、 2. 5ミ ク ロン 以下の小さ な粒子のこ と で、 微細な粒子が肺の奥深

く まで入り やすいため、 循環器系への影響が懸念さ れています。 工場や自動車の影響の

ほか、 自然由来や越境汚染の影響を受けて一時的に高濃度と なる場合があり ます。  

微小粒子状物質に係る 測定は、 市役所測定局で自動測定し ており 、 平成27年度までは

環境基準を超過し ていまし たが、 平成28年度以降は環境基準を 達成し ています。  

 

表 ３ -14 微小粒子状物質の測定結果 

測 

定 

局 

年 
 

度 

有
効
測
定
日
数 

測定時間 年平均値 

日平均値が

35. 0μg/㎥

を 超 え た 

日数と 割合 

日平均値 

最 高 値 

日平均値 

の 年 間 

9 8 ％ 値 

98％値評

価によ る

日平均値

が35. 0μ

g/㎥を 超

えた日数 

日 時間 μg/㎥ 日 ％ μg/㎥ μg/㎥ 日 

市 

役 

所 

H27 364 8, 728 18. 0 23 6. 3 53. 9 38. 7 16 

H28 363 8, 704 13. 4 1 0. 3 35. 4 27. 6 0 

H29 360 8, 655 12. 8 1 0. 3 41. 3 31. 0 0 

H30 361 8, 693 11. 9 4 1. 1 41. 5 30. 8 0 

R１  363 8, 734 10. 6 1 0. 3 36. 8 25. 7 0 

R２  363 8, 711 9. 8 3 0. 8 40. 9 25. 5 0 

R３  363 8, 708 8. 4 0 0. 0 26. 7 20. 7 0 

R４  360 8, 683 9. 5 0 0. 0 34. 0 23. 5 0 

R５  364 8, 734 9. 6 0 0. 0 30. 3 25. 2 0 

R６  363 8, 714 10. 0 4 1. 1 51. 8 25. 8 0 

 

表 ３ -15 微小粒子状物質に係る 環境基準 

環 境 上 の 条 件 測  定  方  法 

 １ 年平均値が15μg/ m3以下であり 、 かつ、

１ 日平均値が35μg/ m3以下であるこ と  

 濾過捕集による質量濃度測定方法またはこ

の方法によ っ て 測定さ れた質量濃度と 等価

な値が得ら れる と 認めら れる 自動測定機に

よる方法 
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（２）水質汚濁 

① 海域 

本市の海域は、 閉鎖性水域である瀬戸内海に面し ており 、 海水の交換が悪く 、 産業排

水や生活排水の流入の増加により 一部汚濁が見ら れます。  

水質汚濁に係る「 生活環境に関する環境基準」 において、 海域、 河川ごと の利用目的

や立地状況等に応じ て県が水域類型を 指定し ており 、 坂出港内および番の州泊地はＢ 類

型、 その他はＡ 類型に指定さ れています。  

Ｂ 類型については、 平成29年度の測定結果では１ 地点で環境基準を 超過し まし たが、

平成30年度から はすべての地点で環境基準を達成し ています。  

Ａ 類型については、令和５ 年度から は一部の地点を除いて環境基準を 超過し ています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -23 COD※（ B類型） の経年変化 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ -24 COD（ A類型） の経年変化 

 

※Ｃ Ｏ Ｄ ： 化学的酸素要求量と いい、 水中の有機物を 酸化剤で酸化し た際に消費さ れる酸素の量である。 海域の有機汚濁

を測る代表的な指標であり 、 こ の値が大き いほど、 水中に有機物の量が多く 、 汚濁負荷が大き いこ と を示し て

いる。  

表中の測定値は年間平均値であり ， 数値の上昇傾向のある夏場は環境基準の一部超過が見ら れる。  

表中の測定値は年間平均値であり ， 数値の上昇傾向のある夏場は環境基準の一部超過が見ら れる。  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

築港町沖 2.3 2.7 2.1 2.2 1.6 2.3 2.1 1.8 2.3 2.4

沖の浜沖 2.3 2.9 1.8 2.0 1.6 2.1 2.2 2.0 2.3 2.3

電力排水口 1.6 2.5 1.7 1.8 1.5 1.7 1.7 1.6 2.1 2.2

綾川河口沖 2.4 2.7 3.1 2.2 1.9 2.2 2.2 2.2 2.7 2.1

番の州泊地中央 2.1 2.2 2.0 2.6 2.0 2.3 2.2 1.8 2.1 2.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

(mg/L)

環境基準

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

林田町沖 2.2 2.0 1.8 1.9 1.8 2.0 1.9 1.9 2.2 2.1

大屋冨町沖 2.2 2.7 1.9 2.2 1.4 1.9 2.1 1.8 2.2 2.1

瀬居本浦沖 1.5 2.4 2.0 1.9 1.5 1.7 1.8 1.5 2.0 1.9

瀬居北浦沖 1.5 2.0 1.7 2.0 1.6 2.1 1.7 1.6 1.8 2.0

コスモ石油沖 2.3 1.8 1.8 2.1 1.7 1.6 1.8 1.6 2.0 2.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

(mg/L)

環境基準
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② 河川 

本市の河川は、 流れが遅く 流域面積も 狭小です。 さ ら に、 年間降水量が少ないこ と に

加えて人口密度が高いこ と も あっ て、 水質汚濁を 招いています。  

県の水域類型において、青海川と 綾川はＡ 類型、大束川はＢ 類型に指定さ れています。  

こ の３ 河川でＢ Ｏ Ｄ を 監視し ており 、 令和４ 年度から 全ての河川で環境基準を 達成し

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※Ｂ Ｏ Ｄ ： 生物化学的酸素要求量と いい、 水中の有機物が好気性微生物の働き によっ て分解さ れる酸素の量である。 河

川の有機汚濁を 測る代表的な指標であり 、 こ の値が大き いほど水中に有機物が多く 汚濁負荷が大き いこ と を

示し ている。  

図 ３ -25 BODの経年変化 

 

 

 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

青海川 6.2 4.8 4.8 8.2 6.2 1.0 2.7 1.1 0.7 0.7

綾川 1.5 2.2 2.4 1.9 1.5 1.7 1.8 1.6 1.1 1.0

大束川 2.5 3.2 3.1 2.4 2.9 2.5 2.5 2.9 2.1 2.1

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

(mg/L)

環境基準(B類型)

環境基準(A類型)
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（３）騒音 
 

本市の交通量の多い主な道路の３ 地点で測定し ており 、 環境基準の地域類型指定さ れて

いる２ 地点のう ち、 １ 地点において環境基準を 超過し ています。 また、 地域類型指定さ れ

ていない１ 地点においては、 昼・ 夜間と も に「 騒音規制法第 17 条第１ 項の規定に基づく

指定地域内における自動車の限度を定める省令」 の要請限度値を下回っ ています。  

 

表 ３ -16 令和６ 年度自動車騒音測定結果 

測定地点 地域類型 
測 定 

年月日 
区分 

等価騒音 

レ ベ ル 
環境基準 要請限度 

御供所町 

( 第１ 種住居地域)  
B 

R7. 1. 21 

～1. 24 

昼間 69 70 75 

夜間 65 65 70 

宮下町 

( 近隣商業地域)  
C 

R7. 1. 28 

～1. 31 

昼間 71 70 75 

夜間 68 65 70 

福江町 

( 特定用途制限地域)  
なし  

R7. 2. 4 

～2. 7 

昼間 74 － 75 

夜間 67 － 70 

 

 

表 ３ -17 環境基準の地域類型指定の区分 

地  域  の  類  型 都 市 計 画 法 用 途 地 域 

Ａ 類型 

専ら 住居の用に供さ れる地域 

第１ 種低層住居専用地域 

第２ 種低層住居専用地域 

第１ 種中高層住居専用地域 

第２ 種中高層住居専用地域 

Ｂ 類型 

主と し て住居の用に供さ れる地域 

第１ 種住居地域 

第２ 種住居地域 

準住居地域 

Ｃ 類型 

相当数の住居と 併せて商業、 工業の用に供

さ れる地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 
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（４）振動 
道路交通振動については、 振動規制法第 16 条第１ 項に規定さ れる「 指定地域内におけ

る道路交通振動の限度」 に基づき 、 道路上での要請限度値が定めら れています。  

交通量の多い主な道路の沿道（ 騒音測定と 同地点） における振動は、 要請限度値を 下回

っ ています。  

表 ３ -18 令和６ 年度道路交通振動調査結果 

測定地点 道路名 
測 定 

年月日 

規制 

区分 
区分 

要
請
限
度 

振動レ ベル上端値 

（ 80 ％ レ ン ジ ）  交 通 量 

( 台/10分)  
平均 最大～最小 

御供所町 

( 第１ 種住居地域)  

県道 

192号 
R7. 3. 24 第１ 種 

昼間 65 49 50～47 177 

夜間 60 42 43～39 109 

宮下町 

( 近隣商業地域)  

県道 

33号 
R7. 3. 24 第２ 種 

昼間 70 45 45～45 153 

夜間 65 35 35～34 60 

福江町 

( 特定用途制限地

域)  

国道 

11号 
R7. 3. 24 第２ 種 

昼間 70 34 34～34 195 

夜間 65 27 27～27 235 

 

表 ３ -19 規制地域と 当該用途地域 

区域の区分 都 市 計 画 法 用 途 地 域 

第１ 種区域 

第１ 種低層住居専用地域    第２ 種低層住居専用地域 

第１ 種中高層住居専用地域   第２ 種中高層住居専用地域 

第１ 種住居地域        第２ 種住居地域 

準住居地域 

第２ 種区域 
近隣商業地域   商業地域   準工業地域   工業地域    

工業専用地域   特定用途制限地域（ 一部地域を除く ）  

 

（５）酸性雨 
石炭や石油等の化石燃料を燃焼し ている工場・ 事業場や自動車などから

硫黄酸化物、 窒素酸化物が大気中に放出さ れ、 こ れら の物質が複雑な化学

反応を繰り 返し て硫酸イ オン、 硝酸イ オン等に変化し 雨水に溶け込むこ と

で酸性を 示すよう になり 、 一般的には水素イ オン 濃度（ pH） が5. 6以下の

雨を 酸性雨と 呼んでいます。  

本市では、 酸性雨に係る調査は２ 地点で実施し ており 、 表３ -1のと おり

瀬居町ではpH 5. 6以下の酸性雨の状況が令和４ 年度以降続いていますが、

平成29年度以前より は改善傾向にあり ます。 また、 府中町では、 平成27年

度以降はpH 5. 6以上と なっ ている こ と から 、 酸性雨が改善さ れています。 

表 ３ -20 酸性雨調査結果 

年度 

 

 

地点 

平成 

27年度 
平成 

28年度 
平成 

29年度 
平成 

30年度 
令和 

元年度 
令和 

２ 年度 
令和 

３ 年度 

令和 

４ 年度 

令和 

５ 年度 

令和 

６ 年度 

瀬居町 4. 7 4. 7 4. 8 5. 1 5. 1 5. 7 6. 0 5. 4 5. 5 5. 2 

府中町 6. 5 7. 2 6. 6 7. 2 6. 9 6. 8 6. 8 5. 6 6. 4 6. 4 
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５． まとめ 
本章の環境の現状について整理すると 、 以下の通り と なり ます。  

表 ３ -1 環境の現状 

環境要素 環境の現状 

気候変動・ 脱炭素 

・ 気候変動により 、 本市においても 土砂災害の発生頻度の増加や線

状降水帯による集中豪雨など災害が発生する可能性があり ます。  

・ 日本の年平均気温偏差は 100 年あたり 1. 40℃の割合で上昇し てお

り 、世界の年平均気温偏差の上昇割合である 0. 77℃より も 高く な

っ ています。 ※１  

・ 本市の温室効果ガス排出量の推移は、平成 25 年度以降概ね減少傾

向です。 ※２  

自然環境 

・ 本市は、 ５ 地区に風致地区と し て指定し ています。  

・ 都市計画区域内では、 工業専用地域が 31. 8％、 準工業地域が

22. 4％、第 1 種住居地域が 18. 1％の順で用途地域と し て構成さ れ

ています。  

・ 国・ 県・ 市指定などの文化財は合わせて 86 件存在し ます。  

資源循環 

・ 宇多津町と の広域ごみ処理施設と し て「 角山環境センタ ー」、 資源

の再資源化やごみ減量施設と し て「 坂出市リ サイ ク ルプラ ザ」、汚

泥の再生処理施設と し て宇多津町と の広域処理施設である「 番の

州浄園」、 最終処分場と し て「 坂出環境センタ ー」 があり ます。  

・ 本市の令和７ 年４ 月末における下水道の整備概要は、 事業認可区

域 665. 1ha のう ち、 356. 27ha（ 約 53. 6％） の整備が完了し ていま

す。下水道普及率については 66. 8％、水洗化率は 80. 9％と なっ て

います。  

生活環境 

・ 大気汚染については、 観測地点において光化学オキシダント 以外

で環境基準を 達成し ています。  

・ 水質汚濁について、 海域・ 河川で調査を し ており 、 令和６ 年度の

測定では河川で測定し たＢ Ｏ Ｄ はすべての測定地点で環境基準を

達成し ています。 また、 海域で測定し たＣ Ｏ Ｄ も 多く の地点で環

境基準を達成し ており 、 環境基準を達成し ていない２ 地点におい

ても 、小数点以下の超過と 環境基準に近い数値と なっ ており ます。 

・ 騒音については、 環境騒音３ 地点、 自動車騒音３ 地点、 道路交通 

振動を３ 地点で測定し ていますが、一般地域で環境基準を 満たし 、

道路沿道では自動車騒音、 道路交通振動と も に要請限度値を 下回

っ ています。  

※１  出典 気象庁（ 世界と 日本の年平均気温偏差）  

※２  出典 環境省（ 自治体排出量カ ルテ）  
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第４章 基本理念と目標 

１． 坂出市の環境の現状 
（１）気候変動・脱炭素 

 

世界の年平均気温偏差は、 過去100年間に0. 77℃の割合で上昇（ 日本では約1. 40℃上

昇） し ています。 特に1990年代半ば以降、 高温と なる年が多く なっ ています。  

こ のまま、 地球温暖化が加速すれば、 農業、 食料供給、 人間への健康等への甚大な影

響が危惧さ れています。  

本市の温室効果ガス排出量は、 平成25年度以降減少傾向と なっ ているも のの、 令和４

年度時点で661千t-CO2も の温室効果ガスが排出さ れています。 2050年に向けてはこ の温

室効果ガス排出量を実質ゼロにし ていく ための取組を 進めていかなければなり ません。  

そのためには、 市民・ 事業者・ 行政の各主体は、 省エネルギー・ 省資源化に向けて徹

底し て取り 組むと と も に、 太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及や利用促進等の

積極的な取組が急務と なっ ています。「 坂出市地球温暖化対策実行計画」 の中で、 本市が

目指し ている「 2030年度の温室効果ガス排出量を 2013年度比51％削減」 の実現に向け取

り 組んでいますが、 産業部門の割合が大き い点が課題と なっ ています。  

 

（２）自然環境 
 

本市は、 樹林地、 水辺地などで構成さ れた良好な自然景観等の良好な自然的景観を 維

持するため、 都市計画法に基づく 風致地区と し て、 現在、 聖通寺山、 角山、 笠山、 金山、

常山の５ 地区を指定し ています。  

都市計画区域内の用途地域の状況は、 工業専用地域が602. 0haと 最も 広く 、 31. 8％を

占めています。 本市では、 山林等自然環境が少ない中、 都市公園は風致公園が１ 箇所、

街区公園が15箇所、 緩衝緑地が３ 箇所、 都市緑地が２ 箇所、 広場公園が２ 箇所あり 、 市

民の憩いの場と なっ ています。  

また、 現在、 本市には、 国・ 県・ 市指定・ 国登録・ 記録選択の文化財が合わせて86件

あり 、 それぞれの対象ごと に保護・ 保存さ れ、 適切に管理さ れています。 文化財は、 建

造物、 庭園、 絵画、 彫刻、 工芸品、 典籍、 古文書、 考古資料など多岐にわたっ ています。  

文化財の保護・ 保全を 図るため、 文化財保護団体などに補助金を交付し たり 、 文化的

価値の高いも のについては所有者や関係機関と 連携し ながら 文化財を保護するため、 文

化財保護法に基づく 指定・ 登録を 行っ ており 、 引き 続き 継続し て取り 組んでいく 必要が

あり ます。  

本市における豊かな自然環境を創造するため、 水辺環境の保全・ 創出、 森林の保全・

活用、 生物多様性の確保を推進し ており 、 具体的には、 市民と 協力し て清掃活動を 行っ

たり 、 開発事業等にあたっ ては、 法令に基づいた環境影響評価（ 環境アセスメ ント ） を

実施し たり 、 有害鳥獣の防除を推進する被害防止柵の設置などに補助金を 交付し ていま

すが、 こ れら の取組は引き 続き 継続し て取り 組んでいく 必要があり ます。  

緑化推進・ 創造するため、 緑化推進事業費補助金を設置し 、 保存樹木等の管理・ 育成

を行っ たり 、緑のカ ーテンの効果や作り 方を PRする緑のカ ーテンパネル展を開催し たり 、

緑のフ ェ スティ バルを 開催し 、 苗木の配布や鉢花などの抽選会参加でき る緑化募金など

を実施し ており 、 今後も 引き 続き 取り 組んでいく 必要があり ます。  
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（３）資源循環 
 

ごみの収集状況を 見ると 、 近年、 可燃性ごみ（ 持込含む） は徐々に減少、 不燃性ごみ

も 粗大ごみと と も に減少傾向と なっ ています。  

また、 処理状況を 見ると 、 可燃性ごみの焼却量も 減少傾向で、 同様に焼却灰の最終処

分埋立量も 減少傾向です。  

本市では、 循環型社会の構築を目指し 、 ３ Rの推進、 廃棄物の適正処理の推進、 エネル

ギーの有効利用など推進し ていますが、 具体的に生ごみ処理機の購入助成金の創設、 リ

サイ ク ルフ ェ アの実施、 ボト ルt oボト ルの実施すると と も に、 再生可能エネルギーの有

効活用を 図る ため、 住宅用太陽光発電設備の設置補助、 公共施設における LED照明の普

及促進を 行っ ており 、 引き 続き 継続し て取り 組んでいく 必要があり ます。  

ごみの収集量は全体的に減少傾向になる中、 再資源化量も 減少し ているこ と が課題と

なっ ています。 そのため、 ごみの分別徹底と 再資源化に一層取り 組んでいく こ と が重要

です。  

 

（４）生活環境 
 

大気質※については、 大気汚染監視自動測定機を 市内に設置し ており 、 テレメ ータ 化

し 常時監視し ていますが、 二酸化硫黄、 浮遊粒子状物質、 二酸化窒素、 一酸化炭素、 微

小粒子状物質で環境基準を達成し ている一方、 光化学オキシダント は環境基準を超過し

てるこ と が課題と なっ ています。  

水質については、 海域・ 河川で調査を し ており 、 令和６ 年度の測定では河川で測定し

たＢ Ｏ Ｄ はすべての測定地点で環境基準を 達成し ています。 また、 海域で測定し たＣ Ｏ

Ｄ も 多く の地点で環境基準を 達成し ており 、 環境基準を達成し ていない２ 地点において

も 、 小数点以下の超過と 環境基準に近い数値と なっ ており ます。  

騒音については、 環境騒音３ 地点、 自動車騒音３ 地点、 道路交通振動を ３ 地点で測定

し ていますが、 一般地域で環境基準を 満たし 、 道路沿道では自動車騒音、 道路交通振動

と も に要請限度値を下回っ ています。  

 

※大気質： オゾン、 一酸化炭素、 窒素酸化物、 エーロゾル（ 固体または液体の粒子状物

質） のよう な浮遊する地上の汚染物質の程度のこ と  

 

（５）地域の基盤づくり 
 

環境教育、 環境情報の提供、 市民参加による活動の推進を 行っ ており 、 具体的には、

カ ーボンニュ ート ラ ルセミ ナー、 環境教育講座、 出前講座の実施、 また公共施設里親制

度などにより 市民等による道路等の環境美化活動の支援、 リ フ レッ シュ 瀬戸内など瀬戸

内海全域の海岸及び海域でボラ ンティ ア参加者と と も に清掃活動を 実施し ています。  

こ れら の取組は、 引き 続き 実施し ていく こ と が必要です。  
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２． 基本理念 
 

坂出市環境基本条例第３ 条には、 本市の環境の保全および創造についての基本理念が定

めら れています。 本計画においては、 より 具体的な施策を展開し ます。  

①市民が健康で文化的かつ快適な生活を営む上で必要と する健全で恵み豊かな環境を確

保し 、 現在および将来の市民が亨受でき るよう 、 快適な環境の保全および創造に努め

ます。  

②すべての者の積極的な取組と 参加により 、 環境への負荷の低減および持続的発展が可

能な都市づく り を 目指し て、 快適な環境の保全および創造に努めます。  

③地域の環境が地球全体の環境と 深く 関わっ ているこ と に鑑み、 地球環境保全に資する

よう に積極的に快適な環境の保全および創造に努めます。  

 

 

３． 将来の具体的目標 
 

上記３ つの基本理念を 達成するため、 本市の課題等を 解決するため、 将来の環境像と し

て、「 恵み豊かな自然と 共生し た持続可能な資源循環のまちづく り  さ かいで」 を掲げ、 横

断的取組と ４ つの基本目標を設定し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４ -1 坂出市の将来の環境像と 基本目標 

将来の 

環境像 
基本目標 

 

 【横断的取組】 

１ ． 環境保全に係る地域の基盤づく り  

≪地球環境分野≫カーボンニュートラル 

２ ． 気候変動・ 脱炭素まち づく り  

≪自然環境分野≫ネイチャーポジティブ 

３ ． 自然共生づく り  

≪資源循環分野≫サーキュラーエコノミー 

４ ． 資源が循環するまちづく り  

≪生活環境分野≫公害・汚染の防止 

５ ． 快適な生活環境の確保 
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第５章 目標実現のための施策 

１． 【横断的取組】 
基本目標１．環境保全に係る地域の基盤づくり 

 

・現状と課題 
 

本市は、 こ れまで環境教育に関する取組と し てカ ーボンニュ ート ラ ルセミ ナー、 環境

教育講座や出前講座の実施、 環境情報の提供に関する取組と し て市の広報を利用し た啓

発、 市民参加による活動に関する取組と し て道路等における環境美化活動や海域での清

掃活動などの環境保全活動に取り 組んでき まし た。  

し かし 、 市民アン ケート 調査結果では、 環境保全活動に取り 組む上での課題と し て、

「 内容がわから ない、 イ ベント 等の開催を 知ら ない」 など活動に関する情報不足が挙げ

ら れます。 また、 市民は「 環境に関する情報提供」、「 こ ども に対する環境教育」、「 環境

配慮設備への補助金などの財政的支援」 など行政に対する環境保全施策を 期待し ている

こ と から 、 更なる環境教育・ 学習の場を創出し 、 市民総参加のも と 環境保全活動を 強化

し ていく 必要があり ます。  

事業者アンケート 調査結果では、「 環境美化活動への積極的参加」、「 清掃活動」 など環

境保全対策に取り 組んでいる一方、「 対策を 行う ための資金がない」、「 人材・ 人員の不足」、

「 環境問題の現状や対策に関する情報がない」など環境保全対策上障害と なっ ています。 

また、 従業員に対する環境保全の社員教育の実施についても 、「 実施し ていない」 と 回

答し た事業者が約70％と なっ ており 、 社員教育の実施状況についても 課題があり ます。 

以上より 、 環境情報の提供、 環境教育・ 学習の場の創出、 市民総参加による活動の推

進のカ テゴリ ーごと に主体別・ 具体的取組内容を以下に示し ます。  

 

（１）環境情報の提供 
 

環境情報を提供する具体的取組内容は、 表５ －1に示す通り です。  

表 ５ -1 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①環境情報を 広報誌や市ホームページに掲載し 広報活動の充実を

図り ます。【 継続】  
  ● 

②ケーブルテレ ビ やイ ン タ ーネッ ト 等を 活用し た環境情報の提供

に努めます。【 継続】  
  ● 

③住宅用太陽光発電設備等や宅配ボッ ク スなど環境配慮設備等へ

の補助金などの財政的支援を 検討し ます。【 新規】  
  ● 

④市民および事業者の環境保全に関する知識の普及を 図るため、 イ

ベント の開催等の活動を 推進し ます。【 継続】  
  ● 

⑤本計画の進捗状況をまと めた「 環境報告書」 を 作成し 、広く 市民・

事業者へ公表し ます。【 新規】  
  ● 

⑥上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  
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（２）環境教育・学習の場の創出 

環境教育・ 学習の場の創出における具体的取組内容は、 表５ -2の通り です。  

表 ５ -2 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①環境に関する講座・ 教室等の充実を 図り 、 市民および事業者に対

し て学習の場の提供を 推進し ます。【 継続】  
  ● 

②学校における環境教育・ 学習の一層の推進を 要請し ます。【 継続】   ● 

③環境教育講座やカ ーボンニュ ート ラ ルセミ ナー、 出前講座などイ

ベント を 開催・ 実施し ます。【 新規】  
  ● 

④地域の各種団体等に対し て、 出前講座（ 例： 環境キャ ラ バン隊）

を活用する等環境学習への積極的な取組を 働き かけます。【 継続】  
  ● 

⑤環境学習のリ ーダーと なる人材の育成に努めます。【 継続】    ● 

⑥SDGsで提唱さ れている地球規模での環境問題について、 ESD※の視

点を 取り 入れた環境教育等を 通じ て市民への周知・ 啓発に努めま

す。【 継続】  
※持続可能な社会の担い手を育てるための教育と し て、地球上の様々な問題を解決するため、

自ら 考え判断し 、 他者と 力を合せながら 行動し ていく 力を身に付けるための学習のこ と 。  

  ● 

⑦本計画の進捗状況を まと めた「 環境報告書」 を 作成し 、広く 市民・

事業者へ公表し ます。【 再掲・ 新規】  
  ● 

⑧上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  

    

 

（３）市民総参加による活動の推進 

市民・ 事業者すべての参加による 活動と し て、 具体的取組内容は表５ -3の通り です。 

表 ５ -3 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①市民・ 事業者・ 市などあら ゆる主体が自発的に協力し て、 環境保

全活動を 推進するよう な仕組みづく り を検討し 、 市民組織の支援・

育成に努めます。【 継続】  

  ● 

②地域住民や市民団体等によ る 自発的な環境保全活動を 促進する

ため、 その育成・ 支援に努めます。【 継続】  
  ● 

③公共施設里親制度などにより 、 市民等による道路等における環境

美化活動の支援を行います。【 新規】  
  ● 

④リ フ レ ッ シュ 瀬戸内など 瀬戸内海全域の海岸およ び海域でボラ

ンティ ア参加者と と も に清掃活動を実施し ます。【 新規】  
  ● 

⑤地球温暖化対策に資する国民運動「 デコ 活」 等の国や県などが実

施するキャ ンペーンの普及啓発を 図ると と も に、 節電や再生可能エ

ネルギーの利用促進など市民・ 事業者が気軽にでき る ラ イ フ スタ イ

ル・ ビジネススタ イ ルの取組を推進し ます。【 新規】  

● ● ● 

⑥上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  
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「デコ活」とは︖ 

2050 年カ ーボンニュ ート ラ ル及び 2030 年度削減目標の実現に向けて、 国民・ 消費者の行動変

容、ラ イ フ スタ イ ル変革を 強力に後押し するため、新し い国民運動を 展開中です。「 デコ 活」 と は、

「 脱炭素につながる将来の豊かな暮ら し 」の国民運動の愛称と し て、2023 年７ 月に決定し まし た。 

二酸化炭素( CO2) を 減ら す( DE) 脱炭素( Decar boni zat i on) と 、環境に良いエコ ( Eco) を 含む"デコ "

と 活動・ 生活を 組み合わせた新し い言葉です。  

「 脱炭素につながる将来の豊かな暮ら し 」 の全体像・ 絵姿を 紹介すると と も に、 国・ 自治体・

企業・ 団体等で共に、 国民・ 消費者の新し い暮ら し を 後押し ていく 「 デコ 活」 です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５ -1 環境省「 脱炭素につながる 新し い豊かな暮ら し 」 国民運動 
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２． 【分野別の取組施策】≪地球環境分野≫カーボンニュートラル 
基本目標２．気候変動・脱炭素まちづくり 

 

・現状と課題 
 

本市では、令和３ 年９ 月に、2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを 目指す「 ゼ

ロカ ーボンシティ 宣言」 を行いまし た。 その後、 令和６ 年３ 月に「 坂出市地球温暖化対

策実行計画」 を策定し 、 省エネ・ 省資源化、 再生可能エネルギーの導入促進などの「 緩

和策」 に加え、 気候変動の影響による被害に対する「 適応策」 についても 言及し 、 取組

を進めています。  

本市の温室効果ガス排出量は、 平成25年度以降概ね減少傾向にあり 、 令和４ 年度時点

で661千t-CO2（ 平成25年度比約40％減少） であり 、 2050年度までに温室効果ガス排出量

を実質ゼロと するためには、 更なる取組が必要になり ます。  

中でも 、 産業部門の温室効果ガス排出構成割合が約60％、 次いで運輸部門が約20％を

占めているこ と から 、産業、運輸部門における取組を推進強化し ていく 必要があり ます。  

市民アンケート 調査結果では、 気候変動（ 熱中症、 農作物の品質低下、 集中豪雨など）

に関し て約７ 割以上の市民が関心を抱いており 、「 使用し ない部屋の消灯や冷蔵庫などの

温度管理など節電に取り 組んでいる」、「 家具や日用品はでき るだけ長く 使い、 電化製品

等については省エネルギー型の製品を選択する」 など省エネルギーに関する取組は約８

～９ 割程度と 進んでいる一方、「 太陽光発電等の再生可能エネルギー、蓄電池の有効活用」、

「 電気自動車などの環境に配慮し た車の購入」、「 家屋の断熱性を向上さ せ、 エネルギー

の有効利用」などの取組については、約２ ～３ 割程度の方が取り 組まれている状況です。  

また、 事業者アンケート 調査結果では、 環境問題や地球温暖化防止、 気候変動適応策

に取り 組む必要性と し て、「 環境問題の重要性」、「 事業者の社会的責任の一つである」、

「 省エネルギーや資源のリ サイ ク ルはコ スト 削減になる」 などを理由に取組を 推進し て

おり 、 節電や冷暖房の温度設定、 廃棄物の分別回収、 節水など約７ 割以上の事業者が取

り 組んでいる一方、 太陽光などの自然エネルギーの利用や低公害車の導入などの取組に

ついては約１ ～２ 割程度の事業者が取り 組んでいる状況です。  

 

（１）地球温暖化防止対策の推進強化 
 

本市の「 坂出市地球温暖化対策実行計画」 では、2030年度の温室効果ガス排出量を 2013

年度比51％削減するこ と を目標に、６ つの「 基本施策」 と 22の「 施策の方向性」 を示し 、

市民・ 事業者・ 市が連携・ 協働し て取り 組んでいき ます。  

表 ５ -4 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①「 坂出市地球温暖化対策実行計画」 の温室効果ガス削減に資する

取組施策を普及啓発し ます。【 新規】  
  ● 

②ラ イ フ スタ イ ル・ ワーク スタ イ ルの行動変容、 省エネ機器や建物

における 脱炭素化の推進など脱炭素に繋がる 省エネの取組を 推進

し ます。【 継続】  

● ● ● 

③公共施設を はじ め住宅や事業所へ太陽光発電設備等の再生可能

エネルギー設備を導入し ます。【 継続】  
● ● ● 

④エコ ド ラ イ ブの推進、 交通手段の転換、 電気自動車等の次世代自

動車の購入など「 移動」 における脱炭素化を推進し ます。【 継続】  
● ● ● 
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取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

⑤市内港湾・ 臨海部において、 港湾機能の高度化や水素等の受入環

境の整備などカ ーボンニュ ート ラ ルポート の形成を 図り ます。【 新

規】  

 ● ● 

 

（２）気候変動による適応策 
 

本市の「 坂出市地球温暖化対策実行計画」 では、 気候変動適応法第12条に位置づけ、

気候変動による適応策を 掲げ対策を推進し ています。将来予測さ れる気候変動影響を「 農

業・ 林業・ 水産業」 等７ 分野31項目について、 必要な対策を計画的に推進するこ と と し

ています。  

表 ５ -5 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①「 坂出市地球温暖化対策実行計画」 の地球温暖化による被害を回

避・ 軽減する ための対策（ 適応策） について普及啓発し ます。【 新

規】  

  ● 

②農業・ 林業・ 水産業において、 栽培管理や高温対策、 適応品種の

導入など、 野菜、 果樹等への対策について情報収集・ 対策の検討を

行います。【 新規】  

 ● ● 

③自然生態系において、 生物多様性に関するデータ の収集・ 整備な

ど里地里山生態系の情報を提供・ 共有し ます。【 新規】  
  ● 

④自然災害に備え、「 坂出市地域防災計画」 やハザード マッ プなど

の内容について国や県等の関係機関と 事前情報及び災害時の情報

を共有化し ます。【 新規】  

  ● 

⑤気象情報及び暑さ 指数の提供や関連機関と 連携し た注意喚起の

実施や学校での熱中症対策体制を 構築し ます。【 新規】  
  ● 

⑥上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  

 

（３）オゾン層保護対策の推進強化 
 

オゾン層保護対策と し て、 前計画内容を踏襲し 、 以下の表のと おり 、 継続し て取り 組

みます。  

表 ５ -6 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①フ ロンの回収に協力すると と も に、 フ ロンなどを用いない機器の

導入・ 普及に努める など、 オゾ ン 層破壊物質を 使用する 製品の製

造・ 購入を可能な限り 抑制し ます。【 継続】  

● ● ● 

②関係機関と 連携し 、 製造業におけるフ ロンなどの使用削減を 働き

かけます。【 継続】  
  ● 

③上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
 ●  
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３． 【分野別の取組施策】≪自然環境分野≫ネイチャーポジティブ 
基本目標３．自然共生づくり 

 

・現状と課題 
 

本市は、 豊かな自然環境を創造するため、 河川清掃の実施、 松く い虫被害防止対策と

し て薬剤の散布、 有害鳥獣の防止策と し て被害防止柵の設置補助など水辺環境、 森林の

保全、 生物多様性の確保に努めてきまし た。  

また、 美し い景観を創造するため、 緑化の推進や歴史的文化財を保護する取組を行っ

てき まし た。  

し かし 、 市民アンケート 調査結果では、 地域の美化活動（ 一斉清掃や空き 缶拾いなど）

には約５ 割の方が「 日常的に取り 組んでいる」、 あるいは「 取り 組んだこ と がある 」 と 回

答があっ た一方、 川や海岸の美化活動、 山林の保全活動、 緑化活動や植樹活動、 文化財

や史跡などの文化財保護活動などの取組については、 約１ 割未満の方し か取り 組んでい

ない状況と なっ ています。  

生き 物については、 約８ 割以上の方がセミ 、 ト ンボ、 チョ ウチョ ウなど市内で「 見た

り 、 鳴き声を聞いたこ と がある」 と 回答し た方がいる一方、「 以前と 比べてかなり 減少し

た」 と 回答し た方が約４ 割以上います。  

以上より 、 水辺環境の保全・ 創出、 森林の保全・ 活用、 生物多様性の確保など豊かな

自然環境の創造を 図ると と も に、 環境に配慮し た都市景観の形成、 緑化の推進、 自然景

観の保全、 歴史・ 文化資源の保全など美し い景観の創造を図る必要があり ます。  

 

（１）豊かな自然環境の創造 
 

美し い里地・ 里山・ 里海を保全し 、 自然の機能の活用が気候変動対策と なり 、 ネイ チ

ャ ーポジティ ブにも つながるこ と から 、森林の保全、緑化の推進などを 進めます。また、

関連機関と 連携し 、 藻場の再生・ 創出に努めます。  

 

表 ５ -7 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①関係機関と 連携し ながら 、 親水性に配慮し た護岸改修や水辺広場

の整備など良好な水辺環境を 保全・ 創出し ます。【 継続】  
  ● 

②河川や海岸の清掃美化活動を促進し ます。【 継続】  ● ● ● 

③水源の環境を保全するために、健全な森林育成を推進し ます。【 継

続】  
● ●  

④森林を 市民の憩いの場や自然体験の場と し て活用ができ る よ う

に自然環境の保全に配慮し 、 森林整備や松く い虫被害防止対策に取

り 組みます。【 継続】  

  ● 

⑤開発事業等にあたっ ては、 関係法令に基づき 環境影響評価（ 環境

アセスメ ント ） を 実施するなど、 環境への適切な配慮を事業者に働

き かけます。【 継続】  

  ● 

⑥多様な野生生物が生息でき る よ う に希少動植物の生息地や自生

地など自然環境の保全に努めます。【 継続】  

 

  ● 
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⑦開発事業者へは、 自然環境に配慮し た工事への指導を 行っ ていき

ます。 公共事業において開発事業を行う 際には、 生息環境を分断し

ない配慮や、 河川・ ため池・ 農業用水路等で生息する生物に配慮し

た工法による保全など、 自然環境への影響を最小限に抑えるよう に

整備を進めます。【 継続】  

   ● 

⑧市民と の共働により 、 貴重な野生生物の生育に関する情報の収集

に努める と と も に外来種に係る 情報の収集と 外来種被害予防三原

則（ 入れない・ 捨てない・ 拡げない） の周知啓発に努めます。【 継

続】  

  ● 

⑨野生生物に関する正し い知識の普及と 、 保護意識の啓発を図ると

と も に、 被害防止柵の設置等によ り 有害鳥獣の防除を推進し ます。

【 継続】  

● ● ● 

⑩市民に潤いと やすら ぎを与えてく れる良好な水辺環境の維持・ 再

生に努め、 水生生物を 保護すると と も に、 人の手によっ て陸域と 沿

岸海域を 一体的に総合管理するこ と によっ て、 物質循環機能が適切

に保たれる豊かで多様な生態系と 自然環境の保全に努めます。【 継

続】  

  ● 

⑪海域の環境悪化や気候変動に伴う 生態系の変化に適応するため、

重要稚仔放流事業や養殖漁業の支援等によ る 資源管理型漁業を 推

進し ます。【 継続】  

  ● 

⑫地域と 藻場再生に向けた情報を 共有し 、 人材の育成・ 確保に努め

ます。【 新規】  
  ● 

⑬市民や観光客に対し 、 希少種を 含めた野生動植物の採取を控える

よう に啓発し 、 保護意識の醸成を 図り ます。【 継続】  
  ● 

⑭上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  
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（２）美しい景観の創造 
 

周辺環境に配慮し た都市景観を形成すると と も に、 都市緑化や市民の花壇づく り など

総合的な緑化を推進し ます。  

表 ５ -8 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①市民の埋解と 協力を 得ながら 、 建物や景観形成等の周辺環境に配

慮し た、 美し いまち並みの形成を 図り ます。【 継続】  
  ● 

②道路や橋梁等都市施設の整備にあたっ ては、 その地区の個性に応

じ たまち並みを形成するよう にデザイ ン等に配慮し ます。【 継続】  
  ● 

③ラ ンド マ一ク と なる公共施設の整備にあたっ ては、 周辺環境と 調

和するよう に施設デザイ ンに配慮し ます。【 継続】  
  ● 

④屋外広告物の制限等、 美観の確保を図り ます。【 継続】   ● ● 

⑤光害について啓発し 、 星空を楽し むこ と ができ るよう な環境づく

り に努めます。【 継続】  
  ● 

⑥市民の環境美化意識の高揚を図ると と も に、 市民等による道路、

公園等における環境美化活動の支援に努めます。【 継続】  
● ● ● 

⑦都市緑化の総合的な推進を 図る ため、 公園緑地の整備に努めま

す。【 継続】  
  ● 

⑧都市緑化推進の先導的な役割を 果たすよう 、 公共施設の緑化を推

進し ます。【 継続】  
  ● 

⑨商業地、 事業所、工場等における敷地の緑化等を推進し ます。【 継

続】  
 ●  

⑩生け垣化や沿道の花壇づく り 、 指定樹木の保全等に対し て助成す

るなど、 市民の自主的な緑化活動の支援に努めます。【 継続】  
●  ● 

⑪水と 緑のネッ ト ワーク 形成に努めます。【 継続】    ● 

⑫法令や条例に基づく 緑地の保全を継続し て進めます。【 継続】    ● 

⑬「 緑のフ ェ スティ バル」、「 花と 緑のオータ ムフ ェ ア」 などを 通し

て緑化に対する市民意識の高揚を 図り 、 市民・ 事業者・ 行政が一体

と なっ て花と 緑あふれるまちづく り を進めます。【 継続】  

● ● ● 

⑭市内に残存する樹林地、 樹木等により 形成さ れる自然景観の保全

を促進し ます。【 継続】  
  ● 

⑮市街地周辺の山々は、 四季の移り 変わり を感じ さ せるよう に自然

景観の形成に努めます。【 継続】  
● ● ● 

⑯シンボルと なる歴史・ 文化資源の周辺を 保全・ 整備するこ と によ

り 、 貴重な資源を 次世代へ継承すると と も に、 地域景観の向上を図

り ます。【 継続】  

  ● 

⑰身近な歴史・ 文化資源の発掘に努め、 情報提供するこ と により 、

歴史の感じ ら れるまちづく り に努めます。【 継続】  
  ● 

⑱都市計画道路などの街路樹等の整備を推進し 、 良好な沿道環境の

形成に努めます。【 継続】  
  ● 

⑲上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  
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４． 【分野別の取組施策】≪資源循環分野≫サーキュラーエコノミー 
基本目標４．資源が循環するまちづくり 

 

・現状と課題 
 

近年、 本市における「 ごみの総排出量」 は、 減少傾向にあり 、「 １ 人１ 日あたり のごみ

排出量」 も 減少傾向にあり ます。  

市民アンケート 調査結果より 、「 ごみは必ず分別し て出す」 と 回答し た方が約９ 割、 次

いで「 使い捨て商品をやめたり 、 詰め替え商品を 選ぶ」 と 回答し た方が約６ 割、「 食材を

必要な分だけ購入するなどの食品ロスの削減」、「 牛乳パッ ク やト レ ーなどはお店のリ サ

イ ク ルボッ ク スに出す」 と 回答し た方が約４ 割と なっ ています。  

今後は更なるごみの減量化・ 再資源化を徹底し て取り 組んでいく 必要があり ます。  

 

（１）３R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 
 

本市は、 ３ Rを徹底し て取り 組んでいきます。 主体別取組内容は以下の通り です。  

表 ５ -9 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①リ デュ ース（ ごみの発生抑制）、 リ ユース（ 再使用）、 リ サイ ク ル

（ 再生利用） の３ Ｒ の必要性等について啓発等に努め、 市民や事業

者の意識の高揚を図り ます。【 継続】  

  ● 

②リ サイ ク ルに関連し た地域活動を促進し 、 分別回収等を推進・ 拡

大し て、 市内のごみ回収の充実を 図り ます。【 継続】  
  ● 

③ごみや資源物の分別・ 回収方法などについて、 冊子、 ポスタ ーの

配布や市政出前講座等を 通じ て周知すると と も に、 ごみ分別促進ア

プリ を活用するなど適切な情報を 提供し ます。【 継続】  

  ● 

④食品ロスの削減に関係部局と 連携し て取り 組むと と も に、 やむを

得ず発生する生ごみについてはコ ンポスト （ 生ごみ処理容器） 等に

よる資源化を 促進し ます。【 継続】  

● ● ● 

⑤容器包装リ サイ ク ル法に基づく 分別収集を実施すると と も に、 対

象品目の拡充にあわせ、 収集体制や施設の整備について検討し ま

す。【 継続】  

  ● 

⑥プラ スチッ ク 資源の有効利用等、 さ ら なる資源化意識の向上と プ

ラ スチッ ク ごみ減量の促進に努めます。【 継続】  
● ● ● 

⑦坂出市社会福祉協議会が実施し ている フ ード バン ク 活動に参画

し 、 住民参加型の地域づく り に努めます。 また、 各種団体の取り 組

むフ ード ド ラ イ ブ活動を 支援し ます。【 新規】  

● ● ● 

⑧節水の工夫や雨水利用施設の導入により 、 水利用の適正化や水資

源の有効利用に努めます。【 継続】  
● ● ● 

⑨上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  
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フードバンクとは︖ 

フ ード バンク と は、 まだ安全に食べら れるにも かかわら ず、 さ まざまな理由で一般の流通で販

売でき なく なっ た食品を 寄付し ていただき 、 支援を 必要と する施設・ 団体・ 世帯に無償で提供す

る活動です。 食品ロスを 削減する と と も に、 生活に困窮する世帯へ食料を 届けるための「 食の社

会イ ン フ ラ 」 であると 言えます。  

坂出市社会福祉協議会（ 社協） では、 平成 26 年から 家庭や企業で余っ ている品質に問題のない

食品を 地域の皆様や企業等から ご寄付いただき 、 生活に困窮し ている方に必要な食品を お渡し す

る活動（ フ ード バンク 活動） に取り 組んでいます。 経済的に困っ ている 方を 支える と と も に、 住

民参加型の地域づく り を めざし ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）廃棄物の適正処理の推進 
 

廃棄物の適正処理については、 以下の通り と なり ます。  

 

表 ５ -10 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①環境美化を 促進し 、 公共の場所や他人の所有地にごみを 捨てた

り 、 散乱し ないよう に指導・ 徹底を図り ます。【 継続】  
  ● 

②廃棄物の適正処理を 促進し ます。【 継続】    ● 

③廃棄物の処理と 再資源化のシステムについて、「 坂出市一般廃棄

物処理基本計画」 に基づき 計画的、 広域的な取組を 進めます。【 継

続】  

  ● 

④上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  

 

 

 

 

 

図 ５ -2 フ ード バン ク の仕組み（ 全国フ ード バン ク 推進協議会HPよ り ）  
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５． 【分野別の取組施策】≪生活環境分野≫公害・汚染の防止 
基本目標５．快適な生活環境の確保 

 

・現状と課題 
 

大気質、河川水質などの生活環境の状況については、概ね環境基準を 達成し ています。

環境基準の全項目達成のためには、 事業活動に伴い発生するばい煙、 工場や事業所など

から の排水などの排出規制を 継続する必要があり ます。  

健康に過ごすこ と ができ る生活環境に被害が生じ ないよう 、 公害関係法令に基づき 、

大気、 水などの環境が良好な状態になるよう 努めます。 大気質、 水質及び騒音の常時監

視を 引き 続き 実施し ます。  

また、 市民アンケート 調査結果では、 生活環境を 損ねる路上喫煙やごみのポイ 捨て、

不法投棄、 ペッ ト の糞尿などの苦情等の意見から 快適な生活環境を 維持するための対策

が必要です。  

 

（１）大気汚染の防止 
 

本市における大気汚染の防止策は以下の通り です。  

表 ５ -11 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①大気の状態を正し く 把握するこ と で公害防止につなげるよう 、 大

気測定を 継続し て実施し 、 光化学オキシダント 等による大気汚染が

著し く 悪化し た場合は、「 香川県大気汚染緊急時対策要綱」 に基づ

き 、 予報等を 発令し 市民に周知を 行います。 ダイ オキシン類につい

ては関係機関と 連携し 、 必要に応じ て調査を実施し ます。 また、 法

令や条例の規制対象外の汚染物質についても 実態把握に努めます。

【 継続】  

  ● 

②大気汚染物質の発生源と なっ ている工場等に対し て、 ボイ ラ ーや

廃棄物焼却炉等ばい煙発生施設の適切な設置、 維持管理を 行う よう

に関係機関と 連携し 、 指導および監視を行います。【 継続】  

  ● 

③ごみ焼却場等の計画的な維持管理を行い、 ダイ オキシン類の発生

を抑制し 、 再使用や再生利用のでき ないごみについては飛散などし

ないよう に適切に処理し ます。 また、 老朽化し た設備、 機器等の更

新や改良を実施し 、 高性能化や省エネ化により 二酸化炭素排出量の

削減を図り ます。【 継続】  

  ● 

④市内の建築物に使用さ れているアスベスト の状況を 把握し 、 適正

な処理を 行う と と も に、 建物の取り 壊し や改修時の飛散防止を 徹底

し ます。【 継続】  

 ● ● 

⑤基準を 満たさ ない焼却炉の使用や野焼き の禁止について、 市民に

広く 啓発・ 指導し ます。【 継続】  
●  ● 

⑥道路等を整備するこ と によっ て、 渋滞を 緩和し 、 自動車が適正な

速度で走行でき るよう に努めます。 こ れにより 、 排気ガスや二酸化

炭素の発生抑制を図り ます。【 継続】  

  ● 

⑦電気自動車やハイ ブリ ッ ド 車、 プラ グイ ンハイ ブリ ッ ド 車、 燃料

電池自動車、 水素自動車等排気ガスの少ないエコ カ ーの購入や使用

を推進し ます。【 継続】  

● ● ● 



62 

⑧「 坂出市立地適正化計画」 および「 坂出市地域公共交通計画」 に

基づき 、 まちなかの交通利便性を 向上さ せると と も に各地域と まち

なかを 結ぶ公共交通結節機能を 強化する など交通利便性の向上を

図るこ と で、 自家用車に頼ら ないラ イ フ スタ イ ルを推進し 、 温室効

果ガスの排出削減に努めます。【 継続】  

  ● 

⑨通勤や買い物はでき る だけ自転車や公共交通機関を 利用し て自

家用車の使用を控え走行中はエコ ド ラ イ ブ等に努めるなど、 一人ひ

と り が以下のよ う なラ イ フ スタ イ ルの見直し に積極的に取り 組ん

でいく こ と を 求めます。【 継続】  

● ● ● 

⑩樹木は汚染物質の吸収・ 吸着機能を有し ます。 樹木の大気浄化・

拡散効果を利用し て「 環境施設帯」 等の整備を 検討し 、 沿道の環境

対策を推進し ていき ます。【 継続】  

  ● 

⑪上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  

 

（２）悪臭の防止 
 

本市における悪臭の防止策は以下の通り です。  

表 ５ -12 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①市民から の苦情等に迅速に対応し 、 発生源の特定と 実態把握に努

めます。【 継続】  
  ● 

②悪臭の発生源と なっ ている事業所等に対し て、 適切な監視と 指導

を行い、 悪臭公害の防止を図り ます。【 継続】  
  ● 

③上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  

 

（３）水質汚濁防止 
 

本市における水質汚濁防止策は以下の通り です。  

表 ５ -13 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①河川、 海域の定期的な水質検査を実施し 、 水質を監視し ます。 ダ

イ オキシン類、 有機塩素系溶剤等については、 関係機関と 協議し 、

必要な調査を 行います。 また、 法令に基づく 水質汚濁物質の総量規

制や監視・ 指導を 進めていく だけでなく 、 法令の規制対象外の汚染

物質についても 実態把握に努めます。【 継続】  

  ● 

②工場等の排水については、 関係機関と 連携し 、 法令を遵守するよ

う 適切な監視、 指導を 行います。 また、 下水道の整備や浄化槽の設

置の促進、 家庭での水質浄化等、 生活排水対策を 推進し ます。【 継

続】  

  ● 

③農業の持つ物質循環機能を 生かし 、 生産性と の調和等に留意し つ

つ、 土づく り 等を 通じ て化学肥料、 農薬の使用等による環境負荷の

軽減に配慮し た持続的な農業（ 環境保全型農業） の普及に努め、 農

地から 流れ出る肥料成分や農薬を 抑制し ます。 また、 畜産施設につ

いては、 糞尿の堆肥化などの対策を講じ ると と も に、 畜舎の適正管

  ● 
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理を 進めます。【 継続】  

④市民、 事業者等の参加と 協力を得て、 河川や海岸を 清掃し ます。

【 継続】  
● ● ● 

⑤上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  

 

（４）地盤環境の保全 
 

本市における地盤環境の保全策は以下の通り です。  

表 ５ -14 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①地下水の水質検査等を 行い、 汚染状況を 把握し ます。【 継続】    ● 

②関係機関と 連携し 、 工場等の有害物質の使用や保管、 排水などを

適正に行う よう に監視、 指導を行い、 有害物質の地下への浸透を防

止し ます。【 継続】  

  ● 

③地下水のかん養につながる 雨水貯留タ ン ク など の普及を 図り ま

す。【 継続】  
  ● 

④廃棄物最終処分場周辺から 出る地下水については、 定期的に水質

を検査する等、 実態把握を行います。【 継続】  
  ● 

⑤上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  

 

（５）土壌汚染の防止 
 

本市における土壌汚染の防止策は以下の通り です。  

表 ５ -15 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①ダイ オキシン類、 有機塩素系溶剤や鉛等の汚染物質による環境へ

の影響については、関係機関と 協議し 、必要な調査を 実施するなど、

土壌汚染の実態把握に努めます。【 継続】  

  ● 

②関係機関と 連携し 、 工場等に対し て有害物質を地下浸透さ せるこ

と のないよう に指導を 徹底し 、 土壌汚染の防止を 図り ます。【 継続】 
  ● 

③法令や条例に基づく 土壌汚染物質の監視・ 指導を進めていく だけ

でなく 、規制対象外の汚染物質についても 実態把握に努めます。【 継

続】  

  ● 

④土壌を 保全するため、 農業における化学肥料から 有機肥料への転

換および農薬使用量の低減を 促進し ます。【 継続】  
 ● ● 

⑤土壌および地下水の汚染を 防止するため、 有害化学物質の使用場

所および保管場所周辺の実態把握に努めます。【 継続】  
  ● 

⑥上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  
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（６）騒音・振動対策 
 

本市のおける騒音・ 振動対策は以下の通り です。  

表 ５ -16 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①騒音・ 振動の実態を正し く 把握するため、 測定調査の充実を 図り

ます。【 継続】  
  ● 

②騒音・ 振動の発生源と なっ ている工場等に対し て、 機械設備の適

切な維持管理等の対策を 行う よう に監視と 指導を 行います。【 継続】 
  ● 

③工場等の新築・ 増築の建築確認申請および機械の増設時等に、 騒

音・ 振動の影響が危惧さ れる場所には、 計画の段階で対策を行う よ

う に指導し ます。【 継続】  

  ● 

④特定建設作業に伴う 騒音・ 振動を防止するため、 適切な監視と 指

導を 行います。【 継続】  
  ● 

⑤生活騒音の防止を図るため、 運転マナー等の啓発活動を 行い、 騒

音防止に配慮し た生活を 心がけるよ う 市民意識の向上を 図り ます。

【 継続】  

  ● 

⑥徒歩や自転車、 公共交通機関等の利用を促進し 、 自動車交通総量

の抑制に努め、 交通騒音や振動の防止を図り ます。【 継続】  
  ● 

⑦高速道路や幹線道路などでは、 植樹帯や遮音壁の整備などの環境

保全対策を進め、 環境に配慮し た道路整備を進めます。【 継続】  
  ● 

⑧上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  

 

（７）酸性雨対策の推進強化  
 

酸性雨対策と し て、前計画内容を 踏襲し 、以下の表のと おり 、継続し て取り 組みます。  

表 ５ -17 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①酸性雨の実態調査の充実や、 酸性雨発生の原因物質である窒素酸

化物、 硫黄酸化物等の排出の抑制対策を推進するよう に関係機関に

働き かけます。【 継続】  

  ● 

②酸性雨の実態を把握するため、 雨水のモニタ リ ング調査を実施し

ます。【 継続】  
  ● 

③上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。【 継続】  
● ●  
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（８）モラル・マナーの向上【新規】 
 

生活環境を損ねるごみのポイ 捨て、 不法投棄などが発生し ており 対策が必要です。 ま

た、 ペッ ト の糞尿などの苦情やト ラ ブルが発生し ており 、 快適な生活環境を維持するた

めの対策が必要です。  

表 ５ -18 主体別取組内容 

取組内容 
取組主体 

市民 事業者 市 

①不法投棄のパト ロール・ 看板設置、 不法投棄者への指導、 廃棄物

の適正な取り 扱いを示すこ と で、 不法投棄防止に取り 組みます。  
  ● 

②飼い犬登録、 狂犬病予防注射接種を行います。  ●   

③犬糞は飼い主が持ち帰り ます。  ●   

④ペッ ト の適正飼養に努めます。  ●   

⑤市と 協力し て飼い犬登録、 狂犬病予防注射接種率の向上、 適正飼

養の普及啓発に努めます。  
 ● ● 

⑥上記取組内容において、 積極的に情報収集し 、 活用・ 参加すると

と も に周り の人に情報共有し ます。  
● ●  
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第６章 計画の推進 

１． 推進体制の整備 
（１）坂出市環境審議会 

 

環境の保全および創造に関する基本的事項について調査・ 検討をするための機関であ

り 、 学識経験者・ 市議会議員・ 民間団体等の構成員・ 関係行政機関の職員で組織さ れま

す。 本市は審議会に対し て、 本計画の変更や推進に関する報告を必要に応じ て行う と と

も に、 審議会から の意見等を 受けてその反映に努めていき ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６ -1 坂出市環境審議会 

 

 

（２）市民・事業者との連携・協力体制 
 

本計画は、 市民・ 事業者の連携・ 協力を図り 実効性の伴う 計画と し ていき ます。 その

ために、 本市では次のよう な点で市民・ 事業者と のパート ナーシッ プづく り を図っ てい

き ます。  

 

① 市民・事業者との意見交換の場づくり 

本計画は、 定期的に点検・ 評価を 行う など必要に応じ て適宜見直し 作業を 行っ ていき

ます。 その際、 より 多く 地域住民の意見を 反映さ せるため、 本市では市民・ 事業者と の

意見交換の場を設け、 広く 意見を 求めていき ます。  

 

② 環境保全に係る支援体制の強化 

リ サイ ク ル運動や地域の資源ごみ回収活動等を 行っ ている市民団体および環境保全活

動を 行っ ている各種団体への支援策の強化や環境教育・ 環境学習の場の拡大などを 推進

するこ と で、 環境に配慮し たまちづく り への自発的な取組が今後一層活性化さ れるよう

に努めていき ます。  

 

③ 環境情報システムの整備と活用 

環境保全に関する各種情報の整備を図り 、 市ホームページや広報誌などに情報を提供

し ます。  

市 
 

 

長 

坂出市環境審議会 

●学識経験者 
●市議会議員 
●民間団体等 
●行政機関 

諮問 

答申 
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２． 計画の進行管理 
 

計画の実効性を確保するためには、 適切な進行管理が必要と なり ます。 本計画では、

環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム で 採 用 さ れ て い る 『 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル 』

( Pl an→Do→Check→Act i on) の考え方に基づいて、 計画の目標の達成状況や施策の実施

状況を定期的に点検・ 評価し 、 進行管理を 推進し ていき ます。  

 

（１）進行管理体制 
 

本計画の進行管理は、「 事務局」 が中心と なり 進めていき ます。  

事務局は、 庁内関係各部署へ、 施策の実施状況などについて確認し 、 課題についての

検討を行います。  

 

（２）点検・評価の公表 
 

事務局は、 各種施策の進捗状況等の結果について、 市民や事業者に対し て広く 公表し

ます。  

 

（３）計画の見直し 
 

計画期間は、 令和８ 年度から 令和17年度までの10年間と し ます。  

また、 概ね５ 年ごと に見直し を行いますが、 計画の進捗状況や社会情勢、 市民ニーズ

等に変化が生じ た場合には、 必要に応じ て計画の見直し を行っ ていき ます。  




